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第3平 成20年 試算等の長期評価 を決定論的手法において取 り扱お うとした被告

東電内部 における検討は，耐震バ ックチェックの際に 「長期評価の見解」を決

定論的に扱 うよ う要求 された場合に備 えた ものであって，「長期評価 の見解」

が，地震地体構造の知見 として客観的かつ合理的な根拠 を備えたためではな く，

原子力規制機関が被告東電の上記検討 と同様の規制判断をす るべ きものではな

か った こと33

1原 子力規 制機 関に よる原子炉施 設等 に係 る規制判 断は，原子 力事業者側 の見

解 とは一線 を画 し， 中立かつ公 正 な立場 で行 われ るもの であ って ，被 告東電や

高尾氏 の認 識等 に よって左右 され る もので はない こ と34

（1）原子 力規制機 関の規制判 断 は，各種 科学 的知 見が審議 会等 の検 証 に耐 え得

る程 度 の客観 的かつ合理 的根 拠 を有 して い るか否 か とい う客観 的評価 に よっ

て行 われ るべ きものであ って ，個 人や事業者側 の主観 的評価 に よって左右 さ

れ るものでは ない こ と

（2）被告東 電 ない し高尾 氏の判 断過 程 ・認識等

2土 木 調査 グル ープ は， 「長 期評価 の見解 」 に客観 的 かつ合理 的 な根拠 があ る

と して， これ を決定論 的 に取 り扱 うべ き と考 えた ものでは ない こ と，及 び，被

告東電 は，土木調査 グルー プの考 えが客観 的かつ合理 的 な根拠 に基づ かないた

めに東電 津波対応方針 を採 り，同方針 は専 門家 において も支持 し得 る合理的 な

もの で あ った こ と
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「長 期評価 の見解」等 に係 る高尾 氏の証言

（2）高尾 証言 に係 る前記 （1）ア① ない し⑥ の理 由は， 「長期 評価 の見解 」 に地

震 地体 構造 の知見 として客観 的 かつ合 理的 な根 拠が あ るこ とを示す もので は

な い こ と
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土木調 査 グル ー プは， 「長 期評 価 の見解 」 は客観 的 かつ合理 的 な根拠 を伴

うものでは ないこ とを前提 としつつ も，耐震 バ ックチ ェ ック対 策 として 「長

期評価 の見解」 を決 定論 的 に取 り扱 うべ き と考 えた こ と52
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（4）被告 東電 は ， 「長期評 価 の見解 」 に客観 的 かつ合理 的 な根拠 が伴 ってい な

’か った こ とか ら，専 門家 に研 究 を委託 し，その結果 を踏 ま えた対策 を行 うな

どの方針 （東 電津波対応方針 ）を採 り， 同方針 は専 門家 に よって も支持 され た

こ と
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（2）佐竹 ほか （2008） に よる貞観 津波 に係 る知見 の進展74
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被 告 国は，別件 で採用 された送付 嘱託 に よ り，被告東 電元役員 らを被告人 とす る

刑 事事件 （以下 「刑 事事件 」 とい う。 ）にお け る尋 問調書 等 を入手 した ため，本準備

書面 におい て，上記尋 問調書等 に よ り新 た に明 らかに なった事 実 関係等 を踏 まえ，

主張 を補 充す る。

なお ，略語 等 は，本 準備書面 で新た に用い るものの ほかは従 前 の例 に よる こと と

し，参考 まで に本 準備 書面 の末尾 に略称語 句一覧表 を添付す る。 また，上記尋 問調

書 等 にお け る各証 人 の証言 につ いて は， 「○○証言 」 と表 記 し，証言 が複数 の公 判

期 日にま たが る場 合 に は， 「○ ○第 ○ 回証言 」 と公 判 回数 を付 記 して表記 す る こ と

と し（なお ，各尋 問調書 の引用ペ ー ジは，通 し番号 が付 され てい るもの につい ては，

通 し番 号 を示す。 ），上記 各尋 問調書 に添付 された資料 につい ては， 「○○証 言資料

○ （弁護人資料 について は 「弁資料○」 とす る。）」と資料番 号 を付記 して表記す る。

第1は じめに

1予 見 可能性 に係 る原告 らの主張 （要 旨）

原告 らの主 な主張 は，推進本 部 が平成14年7月 に公表 した長期評価 にお い

て示 され た 「長 期評 価 の見解」 （明治三 陸地震 と同様 の津 波地震 が三 陸沖 北部

か ら房総 沖 の海 溝 寄 りの領 域 内 の どこで も発 生す る可能性 が あ る とす る見解 ）

に基 づい て，福 島県 沖の海 溝i寄りにお けるマ グニチ ュー ド8ク ラスの地震及 び

津波 の発生 を想 定 し，福 島第一発 電所 に到 来 し得 る津波 水位 を計 算すれ ば， 同

発 電所主要 建屋 の設置 高 さ（O．P． ＋10メ ー トル）を超 え る津波 の到 来 を予

見で きた ところ，被 告国 にお いて，上記 津波水位 の計算 を行 い，被告東 電に対

し，必要 な津波対策 を行 うよ う指示す るべ きであった として，被告 国に規制権

限不行使 の国賠法 上の違法行為 が ある とい うもので ある。

2予 見 可能性 に係 る被告 国の主張 （要 旨）

被告 国第23準 備 書面 において 主張 した とお り，原子 力規 制機 関には，原子

力発電 所が 「相 対的安全性 」 を確保 で きて い るか否か の判 断 につ いて，安全審

7



査等 にお け る審査 又は判 断の基準 の設 定及びそ の基 準 に対す る適合性 を判 断す

る裁量 が与 え られ てお り，少 な くとも，設定 した審 査基 準等 の内容 が不 合理 で

あるか，又 はその基準へ の適合性 の判 断が不合理 で ある とい えない限 り，規制

権 限の不行使 が裁 量 を逸脱 した もの として国賠 法上 の違 法性 が問題 となる余 地

はない ところ，原子力規 制 にお け る安全性審 査や判 断基 準 の設 定 におい て， あ

る知見 を取 り込む か ど うか は， 当時 の科学 的知見 の集積 を踏 ま えて， その知 見

が審議会等 の検証 に耐 え得 る程 度の客観 的かつ合理 的根拠 に裏付 け られ た知見

で あ るか ど うか に よるべ きで あ る。 しか しなが ら， 「長 期評 価 の見解」 は ，そ

れ までの科学 的知見 か らは導かれ ない新 た な考 え方で あった に もかかわ らず ，

その科学 的根 拠 を示 してお らず ，要 す るに， 「明治 三陸地 震 が発 生 した 日本海

溝 沿い と同 じ海 溝沿 い」で ある ことを唯一 の理 由 とす る もので，明治三陸地震

の よ うな津波 地震 の発 生 メカニズムや海底 地殻構造 の同一性 な どの地震地 体構

造 に関す る知見 を踏 ま えた もので はなかった こ とか ら，審議会 等 の検証 に耐 え

得 る程度 の客観 的かつ合理 的な根 拠 を伴 った知見 ではな かった。そ のため，保

安 院は ， 「長期 評価 の見解 」 が公 表 され た直後 の平成14年8月 に， これが 客

観 的かつ合理 的根 拠 に裏付 け られ た もので あ るか どうか につい て調査 を行い ，

その結果 ，規制 基準 に直 ち に取 り込 むだ けの根拠 はない と判断 したので あ る。

また，科学 的知見 の進展 によ り 「長 期評価 の見解 」 が地 震地体構造 の 同一性 に

関 し，審議 会の検証 に耐 え得 る程 度の客観 的かつ合理 的根 拠 を備 えるに至れ ば，

規制基準 に取 り込 む こ とも想 定 された ものの，それ以 降 も，地震 地体構造 の 同

一性 に関 し
， 同見解 を裏付 け る科学的根拠 が示 され るこ とはな く，む しろ， 同

見解 に整合 しない知 見 が集 積 され ていた ので あ る。他 方，保 安院 は， 「長 期評

価 の見解 」 が，地震地体構 造の 同一性 に関 し，客観 的かつ 合理的根拠 を伴 わな

い もので あった として も， 同見解 を無 視 したのでは な く，被告 国第20準 備書

面第3（5な い し11ペ ー ジ）で述べ た とお り，保 安院発 足 当初 よ り，確 率論 的

手法 に よって得 られ る リス ク情報 を規制活動 に取 り入れ るべ く制度 的基盤 及 び
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知識 基盤 の整備 に取 り組 ん でいた状況 の下，被告東電 が 「長期評 価 の見解 」 を

確 率論 的手法 において取 り扱 う方針 を確認 し，保安 院の規制課題 全体 への上記

取組 と整合 す る もの として 了承 したので あって，被 告 国第20準 備書 面第4の

2（11な い し19ペ ー ジ）で述 べ た とお り，その後 ， 「長期 評価 の見解 」 を確

率論 的津 波ハ ザ ー ド解 析 にお け る ロジ ック ツ リー の分 岐 と して取 り込 ん だ上

で，確 率論 的安 全評価手法 の確 立 に向けた取組 が進 め られて いた もの の，福 島

第一発電所 事故 までに津 波 を対象 とした確 率論的安全評 価手 法が確 立す るこ と

は なかったの であ る。

以 上 に よれ ば， 「長期 評価 の見解 」 につい ての被告 国の対応 ，す なわ ち，同

見解 の公 表後 ，速 やか に規制 判断 に取 り込むべ き知 見 であ るか ど うかの調査 を

行 い，直 ちに取 り込む だけの根拠 が ない と判 断 しつつ ，確 率論 的手法 に よ り得

られ る リス ク情報 に よ り決定論 的手法 に基 づ く規制 を補 完す るため，確率論 的

手法 を確 立す る とい う当時 の規制 課題 の 中に位 置づ けた こ とは，適切 な もので

あって，原 子力安全審 査 につ いて原子 力規制機 関に与 え られ た合理的 な裁 量 を

超 え るもの でない こ とは明 らかで あ る。

3本 準 備書面 にお ける被告 国の主張 の要 旨

前 記2の とお り， 「長期 評価 の 見解 」 につ いて は，そ の公 表 直後 の時期 にお

いて被 告東電 が確率論 的手法 の中で取 り扱 う方針 を採 って保安 院 もこれ を是 と

し，現 に，確 率論 的津波 ハザー ド解 析 において ロジ ックツ リー の分岐 とされ，

確率論 的手法 の中で取 り扱 われ てい た ところ，被告 東電 は，「長 期評価 の見解」

の決定論 的取扱 い を内部 的 に検 討 す る前 提 と して平成20年 試 算 も行 って い

る。

しか る ところ，今般入手 した刑事 事件 の尋 問調 書等 に よって，被告 東電 が平

成20年 試算 を行 った経緯 や理 由，試 算後 の対応 等 に係 る事実 関係 が判 明 し，

平成20年 試 算 は，耐震 バ ックチ ェ ックにおいて規制機 関側 か ら 「長 期評価 の

見解」 を決 定論的 に取 り扱 うよ う要求 され た場合 に備 えた被告東 電の検討 の一
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環 で あった こ とや ，その検討 が 「長期評価 の見解」 につ き科 学的知見 に よる裏

付 けが上積 み された こ とに よる もので はなか った こ と， 「長 期評価 の見解 」等

を踏 ま えた決 定論 的手法 （津 波評 価技術）の改訂 が試 み られ ていた ものの，そ の

た めの検討 の途 上で あった こ とや ，地震 ・津波 の専 門家 を含 めた改訂 に向けた

検討 も， 「長 期評価 の 見解 」 をそ のま ま決定論 に取 り込 む形 では ない方 向で波

源 を検討 す る方 向に議論 が進 んでいた こ とな どが明 らか となった。 これ は，被

告 国の従前 の主 張の正 しさを補 強す る もの とい え る。

そ こで，本準備書 面 にお いては，前記2の 被告 国の主張 を補 充す る もの とし

て，平成20年 試算 に係 る事 実経過 につい て主張す る とともに （第2） ，被 告東

電 が 「長 期評価 の見解 」 を決定論的 に取 り扱 う検 討 を した こ とを もって，原子

力規制機 関が同様の規制判 断 を行 うべ きもので はない こ と等 を主張 し（第3） ，

さ らに，福 島第一発電所事 故直前 の各種知 見の進展状況 や これ に基 づ く検討状

況 に関す る事実 関係 を整理 し，決 定論的手 法 の見直 しをす ると して も， 当時の

科学的知 見の進展状況及 び決 定論 的手法 の改訂作業 の状況 に照 らし，新 たな規

制要求 がで きる段 階にな かった こ とを主張す る （第4） 。

第2平 成20年 試 算 に係 る事 実経過

1耐 震バ ックチ ェ ック指 示 ”

（1）耐震指針 の改訂

原子力 安全委員会 は，平成18年9月19日 ，発 電用軽水型原 子炉 の設置

許可 申請 （設置変 更許 可 申請 を含 む。）に係 る安全審 査 の うち，耐震設計方針

の妥 当性 を判 断す るた めの指針 として，発電用原 子炉施設 に 関す る耐震設 計

審 査指針 （平成18年 耐震 設計審 査指 針）を定 め， これ を公 表 した （丙A第1

0号 証の2） 。

平成18年 耐震設 計審査 指針 は，① 耐震 設計 の基 本方針 として， 「施 設 の

供用期 間 中に極 めてまれ で はあ るが発生す る可能性 が あ り，施設 に大 きな影
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響 を与 えるお それが ある と想定す るこ とが適切 な地震動 」 を適切 に策定 し，

この地震動 を前提 とした耐震設計 を行 うこと，地震学 的見地 か ら， この よ う

に策 定 され た地震動 を上回 る強 さの地震動 が生起す る可能性 は否 定で きず ，

「残 余 の リス ク」 が存在 す るこ とか ら，施設 の設計 に 当たっては，策 定 され

た地震 動 を上 回 る地震 動 が生起 す る可能性 に対 して適切 な考慮 を払 い ， 「残

余 の リス ク」 の存在 を十分認識 しつつ ，それ を合理 的 に実行 可能 な限 り小 さ

くす るた めの努力 が払 われ るべ き ことを求 め，② 地震 随伴 現象 であ る津波 に

つ い ては， 「施 設 の供 用期 間 中に極 めてまれ で はあ るが発 生す る可能性 が あ

ると想 定す るこ とが適切 な津波 に よって も，施設 の安全機 能 が重 大な影響 を

受 けるおそれ が ない こと」を求 める ものであ った （丙A第10号 証の2・2，

14ペ ー ジ）。

（2）平成18年 耐震設計 審査指針 に よる既設 原子炉施 設 に係 る耐震安全性評価

の指 示

保安 院は ，平成18年 耐震設 計審査指針 の公表 を受 け，平成18年9月2

0日 ，原 子力事 業者 等 に対 し，福 島第一発電所 を含 む既設 の発電用原子 炉施

設 につい て，平成18年 耐震設計審 査指針 に照 らした耐震 安全性 の評価 を実

施 し，その結 果 を報 告す る こ とを求 めた （乙A第5号 証。 以 下 「耐震 バ ック

チ ェ ック指 示」 といい ， 同指示 を受 けて被告 東電 ほかの原子力事業者 が行 う

評価や 同評価 に係 る規制 側 にお ける審査 を 「耐震バ ックチ ェ ック」とい う。）。

耐震バ ックチ ェ ック指 示 は，津波 に対す る安全性 につい ての評価 ，報告 を

も求 める もので あった ところ， そ の評 価 は， 「施 設 の供 用期 間中に極 めて ま

れ で は あ るが発 生 す る可 能性 が あ る と想 定す る こ とが適 切 な津 波 を想 定す

る」， 「想 定 津波 に よる水 位 変化 を適 切 に評 価 し， 当該 の津 波発 生 時 の施 設

へ の影 響 を適 切 に評 価 す る」， 「必 要 に応 じて ，津 波 に よ る二 次的 な影響 に

ついて評価す る」との手 法 による もの とされ ，津波 の想 定 に当たっては，「敷

地周辺 の既往 の津波 の被 害状況 ，プ レー ト境 界付近及 び 日本海東縁部 にお け
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る津波 の発生状況 ，海域 の活 断層 を考慮 し，施設 の供 用期 間中に極 めてまれ

で はあ るが発生す る可能性 が ある津波 を想 定す る。 ま た， 日本近海 のみで は

な くチ リ沖 な ど敷 地へ の影響 が否 定で きない遠 地津波 も考慮す る」 もの とさ

れ てい た （乙A第5号 証別 添 「新耐 震指針 に照 らした既設 発電用 原子 炉施設

等 の耐震安 全性 の評価及 び確認 に当た って の基 本的 な考 え方並び に評価手 法

及 び確 認基 準 につい て」44ペ ー ジ）。

（3）耐震バ ックチ ェックの経過等

被告東 電 を含む原子 力事業者 は，耐震バ ックチ ェ ック指示 に対 し，平成1

8年10月18日 付 けで 実施 計画書 を提 出 していた ところ，平成19年7月

16日 発生 の新潟 県 中越 沖地震 にお いて，柏崎刈 羽原子 力発 電所 で設 計時 の

想 定地震動 を大 き く上 回 る地震動 が観 測 され た こ とな どを受 け，同月20日 ，

経 済産業 大 臣にお いて，耐震バ ックチ ェ ック実施計画 の見直 し等 の検討 を指

示 し（丙A第50号 証），被告東電 を含む原子 力事業者 は， 同年8月20日 ，

同実施 計画 の見直 しを報 告 した （丙A第51号 証）。 そ して，被告 東電 は， 同

報告 におい て，福 島第一発電 所 につ き平成20年3月 に耐震 バ ックチ ェ ック

中間報告 を，平成21年6月 に最 終報 告 を行 う旨の工程 を示 し（丙A第51

号証6ペ ー ジ），平成20年3月31日 に耐震 バ ックチ ェ ック中間報告 を行 っ

た （甲A第264号 証 の3） 。 同中間報 告 に対 して は， 平成21年7． 月21日

に保 安院 が評価報告 を行 い （丙A第52号 証）， 同年11月17日 に耐震安全

性 評価特別 委員会 が保安 院 の上記評 価報告 が適切 であ る旨の見解 を示 した上

で，同月19日 ，原 子力安全委 員会 に よ り妥 当な もの として決定 され たが （丙

A第53号 証），津波 に対 す る安 全性評 価 を含 む こ とが予 定 され て いた耐震

バ ックチ ェ ックの最 終報告 が行 われ る前 に福 島第 一発 電所事故 が発 生 した。

2被 告 東電 の耐震バ ックチ ェックに係 る検 討状況

（D担 当部署 にお ける津 波評価 等 の検討状 況等 （平成20年 試 算 を行 うに至 っ

た経 緯）
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ア 被 告東電 内部 に おけ る所管部署及 び担 当者

前 記1（2） で述 べ た とお り，被告 東電 は， 耐震 バ ックチ ェ ック指 示 にお

いて津波 に対す る安全 性評価 の実施 と報告 を求 め られた こ とか ら， これ に

対応 す るべ く検討 を行 うこと とな った。 そ して ，耐震バ ックチ ェ ック指 示

で求 め られた発生す る可能性 の ある津波 の想 定や想 定津波 に よる津波水位

の検討等 は， 当時の被告東 電本店原子 力 ・立地本 部下 の原子 力設備 管理部

新潟 県 中越 沖地 震対 策 セ ンター土木 グル ープ （後 に，土木調 査 グル ープ を

始 め とす る複数 グルー プに改変 され た とのこ とで あ り，以下で は時点 を限

らず 「土木調 査 グルー プ」 として表記 を統一 す る。 ）が所管 し， 同 グル ー

プGM（ グル ー プマネ ー ジ ャー）で あった酒井 博 士 （以 下，本 書面 で は 「酒

井GM」 とい う。 ），同 グル ー プ課 長 高尾誠 （以 下 「高尾氏 」 とい う。 ），、

同 グルー プ金 戸俊 道 （以 下 「金 戸氏」 とい う。）が主 に担 当 して いた （丙B

第114号 証 の1〔 高尾第5回 証言〕4，28，29ペ ー ジ， 同第115

号証 の1〔 酒井第8回 証言 〕3な い し5ペ ー ジ， 同第116証 の1〔 金戸

第18回 証言〕3な い し5ペ ー ジ）。

イ 東電設計株 式会社 （以下 「東電設計 」 とい う。）との間の検討状 況

土木調査 グル ープ は，平成19年11月1日 ，津波水位 の計算等 を担 当

す る東電設計 との間で打合せ を行 い，耐震バ ックチ ェ ック対応 と して の津

波評価等 の検討 を開始 した。 同打合 せ の際，東電設 計が準備 した 「福 島第

一 ・第二原 子力発 電所 に対 す る津波検討 につ いて」 と題 す るメモ （丙B第

114号 証の4・402ペ ー ジ 〔高尾証言 資料29〕 ）上 ，耐震 バ ックチ ェ ッ

クの際 に検 討 を要す る最新 の知 見 と して， 「① 茨城 県 に よる房総 沖地震 津

波 （引用者 注 ：茨城 県 が今 村教 授や佐 竹教授 らを委員 として茨城 沿岸 津波

浸水想 定検討委員 会 を設置 し，同委員 会が延 宝房 総 沖地震 津波 に係 る津波

浸 水深調査等 を行い ，平成19年3月 に公表 した論文 であ る 『延 宝房 総沖

地震津波 の千葉 県沿岸 ～福 島県沿岸 で の痕跡 高調査』〔甲A第200号 証〕
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において検討 され た延 宝房 総沖地震 に係 る波源 モデル 〔以下 『茨城 県波源

モデ ル』 とい う。〕 等 を指す もの で ある。 ）」， 「② 貞観 地 震津 波」， 「③ 福

島県 の津波堆積 物」が掲 げ られ ていた ところ，同打合せ の結果 ，これ に 「④

推本 （引用者 注 ：『長 期評価 の見解』 を指す もので あ る。）」 と手書 きで追

記 された。なお，金戸 氏の証言 に よれ ば，同追記 は，東電設計担 当者 よ り，

東通 原子力発電所 の設置許 可 申請書 で は 「長期 評価 の見解 」 の取扱 い に言

及 してい る ところ， これ との整合 を図 るため には 「地震 本部 の海溝 沿 いで

津波地震 が どこで も起 きる とい う見解 をバ ックチ ェ ックで取 り入 れ ない と

まず いん じゃないで しょ うか とい うア ドバイ ス」 を受 けて，金 戸氏 が記 載

した もので ある （丙B第116号 証 の1〔 金戸第18回 証言 〕8ペ ー ジ）。

そ して，東電 設計 は，平成19年11月19日 の打合せ に際 して， 「福

島第一 ・第 二原 子力発 電所 に対す る津波バ ックチ ェ ック」と題す るメモ （丙

B第114号 証 の4・403，404ペ ー ジ 〔高尾証言 資料30〕 ）を作

成 し，同 メモ にお いて 「⑤ 日本海 溝寄 りプ レー ト間地震津波 に よる検討 」

を津波バ ックチ ェ ックの実施項 目と して掲 げた上 ，同月21日 に は， 「日

本海 溝 寄 りプ レー ト境界 地震 に よる津波 高 さ」 と題 す る資料 （同号 証 の4

・406な い し408ペ ー ジ 〔高 尾証言 資料32な い し34〕 ）に よ り，

明治三 陸地震 クラスのモー メ ン トマ グニチ ュー ド8．3の 津波 地震 の断層

モデル を福島県 沖に設 定 し，断層 の位置 と走 向のみのパ ラメー タスタデ ィ

を行 った場合 ，福 島第一発 電所 にお け る津波最 高水位 がO．P． ＋約7．

7メ ー トル （6号 機 前面。 最 大水位 上昇 量6．19メ ー トル に朔 望 平均満

潮 位1．5メ ー トル を加 えた もの）とな る こ と，詳 細パ ラメー タス タデ ィ

を実施す ると，津波 高 さが更 に大 き くな るとの概略 的な検討結果 を土木調

査 グル ープ に報告 した （同号証 の1・35な い し38ペ ー ジ）。

ウ 他 の原子 力事 業者 との協議 状況等

耐震 バ ックチ ェ ックにおいて 「長期評 価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 う
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か どうか等 の対応 の検 討 は，東 日本太平洋岸 沿 いに原 子力発電所 を設置す

る他 の原子 力事業者 ，特 に，茨城 県那珂郡 東海村 に東海 第二発 電所 を設置

す る 日本原 子力発電株 式会社 （以下 「日本原 電」 とい う。）及 び宮城県牡鹿

郡女川 町に女川発電所 を設置す る東北 電力 とも共通 す る検討事 項で あった

ところ，土木調査 グルー プは，以 下の とお り，他 の原子力事 業者 との間で，

上記対応 につ いて協議 を行 ってい た。

（ア） 日本原電 との情報連 絡会 （平成19年11月19日 ）

被 告東電 （土木調査 グループ）と 日本原電 は，平成19年11． 月19目 ，

津 波評価 に関す る打合 せ を行 い， 日本原電 が茨城 県波源 モデル を用い て

行 った解 析 結果 の報 告 が され た ほか ， 「長期 評価 の見解 」 に 関 し， 「今

回 のバ ックチ ェ ックは大 々的 な耐震性 の評 価 とな り（大幅 な見直 しが必

要 な らば今 回実施す る必要 があ る），今 後 の審査 にあた っては推本 （引用

者注 ：推進 本 部）で示 された震源 領域 をなぜ考 慮 しない か とい う議論 に

な る可能性 があ る。 これ まで推本 の震源 領域 は，確 立論 （ママ）で議論す る

とい うこ とで説 明 してきてい るが， この扱 い を ど うす るかが非常 に悩 ま

しい （確 率論 で評価 す る とい うことは実質評価 しない とい うこ と）」 とさ

れ ， 土木 調 査 グル ー プは ， 「推本 の扱 い につい て，東京 電力 内 で議論 を

して，早 め に方 向性 をだ した い」 とした （丙B第114号 証 の1〔 高尾

第5回 証言 〕36，37ペ ー ジ， 同号証 の4・405ペ ー ジ 〔高尾証言

資料31〕 ）。 ま た，高尾 氏 は， 同年12月10日 ， 日本原 電 に対 し，

「推本 の取 り扱 いについ ては これ まで確 率論 で取 り扱 って きたが，確 定

論 （引用者 注 ：決 定論 と同義）で取 り扱 わ ざるお （ママ）えないのでは ないか

と考 えて い る」， 「これ まで原 子 力安 全 ・保 安 院 の指導 を踏 ま えて も，

推本 で記 述 され てい る内容 が明確 に否 定で きない な らば，BC（ 引用者

注 ：バ ックチ ェ ック。以 下 同 じ。）に取 り入れ ざるお （ママ）えない」 な ど

と伝 えてい た （同号証 の1〔 高尾第5回 証言 〕47，48ペ ー ジ，同号
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証 の4・418ペ ー ジ 〔高尾証言 資料43〕 ）。

（イ） 「推本 （三 陸沖 ～房総 沖の 海溝 よ り）津 波」 に関す る打合 せ （平成19

年12月11日 ）

aま た，被 告東電 （土木調 査 グルー プ），東北電 力， 日本原電 及び 日本

原子 力研 究開発機i構（以 下rJAEA」 とい う。）等 は，平成19年1

2月11日 ，耐震 バ ックチ ェ ックにお ける 「長期評価 の見解 」 の取扱

い につ いて協議 を行 い，上記各社 の検討状 況 は，以下の とお りで あっ

た （丙B第114号 証 の1〔 高尾第5回 証 言〕48，49ペ ー ジ， 同

号証 の4・419，420ペ ー ジ 〔高尾 証言資料44〕 ）。

①被告東 電

「・推本 の 『三 陸沖か ら房 総沖 において どこで も津波地震 が発 生す る』

とい う考 え方 につい て，現状 明確 な否定材料 が ない とす る と，BC

評価 に取 り込 ま ざるを得 ない と考 えてい る。」
ff

「・確 率論 で推本 を評価 す る際に，有識者 に上記考 え方 に関す るア ン

ケー トを行 った結果 ，最終 的な取 り纏 め結果 は 『どこで も起 こ りえ

る』 が50％ となった。 （今村 先生6：4で 起 こ りえる，阿 部先生

・島崎先 生は10：0で 起 こ りえる。 〔中略〕）」

「・Mwに つい て， （中略）この区域 の最 大規模 のMwに つ いて は土木

学 会手法で逆 断層 はMw8．3， 正断層 はMw8．6と してい る こ

とか ら，両者 が どこで も起 きる と考 えるべ き と思 ってい る。」

②東 北電力

「・推本 につ いて は社 内的 に検討 を実施 してお り，本 当に 『どこで も

起 きる』 と してJTT1（ 引用者 注 ：三 陸沖。以 下同 じ。 ）とJTT

2（引用者 注 ：福 島県沖 か ら茨城 県沖。 以下 同 じ。）をまた ぐよ うな

位置 に断層 モデル を設 定す る とNGに な るこ とが分か って い る。 こ

の こ とか ら，従 来 の土 木学会 で考 えて い る範 囲 （JTT1，JTN
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R1〔 引用者注 ：三 陸沖のJTT1に 隣接す る沖合側 のプ レー ト内

正 断層地震 区域 〕）とその南側 でセ グメ ン ト（引用者注 ：地体構造。

以下 同 じ。）を区分 し，セ グメ ン トを また ぐよ うな断層モ デル は考

慮 しない と言 えれ ば助 か る。」

③JAEA

「・推 本 を扱 うか ど うか （Mwの 設 定 に関係 な く）で対策 の規模 が大 き

ジ く異 な り
，推本 は扱 わな くて 良い方 向に した いが，具体的 に推本 を

否定す る材料 は現状 ない。」

④ 日本原電

「・推本 の扱 い につ いて は， （中略）BCで 扱 わ ざるを得 ない とい う方

向で進 んでい る。 ただ し，Mwに つ いては8．3及 び8．6と い う

の を福 島県 ・茨城 県沖で考 え るの は過 大 と考 え られ，建築側 との整

合性 を考 え る と推本 が設定 してい るMw8．2を 用い るべ き とい う

状況 であ る。」

bこ の よ うに， 「長 期評価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うか ど うか ，

地体構造 区分 をまたが る波源 を設 定 をす るか ど うかや，設 定す る波源

に係 るモ ー メン トマ グニ チュー ド等 について ，原 子力事業者 間で統一

的 な対応方針 が 固ま って いた もの ではな く， そのた め，上記 打合せ に

お いて は， 「宮 城 県 を境 界 に北 と南 で地 震発 生形態 が異 な る とい う論

文 は多数 あ り（中略），最新 の文献 も含 めてセ グメ ン ト区分 を実施す る

こと」 が東電設 計 に依頼 され た ほか， 「BCに どの よ うに取 り込む か

は更 に議論 が必要 で あ り，各社 持 ち帰 り検討 を行 う」ことと され た （丙

B第114号 証 の4・420ペ ー ジ 〔高尾証言 資料44〕 ）。

（2）平成20年 試 算及 び同試算 を踏 まえた検 討状況等

ア 平成20年 試算

（ア）東 電設計 に対す る津波評価 委託
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土 木調査 グル ー プ は，前記 （1）の検 討等 を踏 ま え， 同 グルー プ と して

は 「長期評 価 の見解 」 を耐震バ ックチ ェ ックにおい て決 定論 に取 り込む

方 向で，他部署 を含 めた被 告東電 内部 にお け る津波対策 の可否等 につい

て議 論 を進 めてい くこ ととし（丙B第115号 証 の1〔 酒 井第8回 証言〕

15な い し17ペ ー ジ），平成20年1月10日 ，東 電設計 に対 し，福

島第一発 電所 等 に係 る津 波評価 を委託 した （丙B第114号 証 の4・4

21な い し424ペ ー ジ 〔高尾証 言資料45，46〕 ）。

（イ）平 成20年 試算 の結果等

前記 （ア）の委 託 を受 け，①東 電設 計 は，福 島県 沖か ら房 総 沖 にかけて

の 日本海 溝i寄りの領 域 （JTT2及 びJTT3〔 注 ：房 総沖 （津波 地震 ）。

以 下 同 じ。）に 明治三 陸地震 の断層 モデ ル の位 置及 び 走 向を変化 させ た

15ケ ー スを設 定 した概 略パ ラメー タスタデ ィを行 い，そ の うち最 も高

い津波高 さが算 出 され た ケー スにつ き，上縁 深 さ，傾斜 角 ，す べ り角 を

変化 させ た詳 細パ ラ メー タスタデ ィを実施 し， その結果 ，福 島第一発電

所 にお いては，敷地 南側 （O．P． ＋10メ ー トル ）前面 において，最 大

15．707メ ー トル の津波 高 さが算 出 され た （丙B第114号 証 の4

・469な い し473ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料75な い し79〕 ， 甲A第

318号 証）。 また，② 東電設 計 は， 防潮 堤 を設置 した場合 の遡上効 果

等 に よる津波 水位 を検討 す るた め，敷 地 （O．P． ＋10メ ー トル ない

し13メ ー トル）上 に鉛 直壁 を仮 定 した計算 を行 った ところ，敷 地南側

鉛 直壁前面 におい て，O．P． ＋19．933メ ー トル の津波 高 さが算

出 され た （同号証 の4・515な い し518ペ ー ジ 〔高尾証 言資 料10

0な い し103〕 ）。なお ，上記① につい ては平成20年3月18日 に，

上記② につい ては同年4月18日 に，それぞれ 土木調査 グル ープ に報告

され た （丙B第114号 証 の4・522ペ ー ジ 〔高尾証言 資料107〕 ）。

イ 専 門家 （今村教授 及び佐竹教 授）か らの意 見聴取
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土木調 査 グルー プは ，耐震 バ ックチ ェ ックにお ける 「長 期評価 の見解」

の取扱 い につ き，以下 の とお り，専 門家 の意 見 を聴取 した。

（ア） 今村教授 か らの意 見聴取

高尾 氏 は，平成20年2月26日 ，今村 教授 を訪 ねて ， 「長期 評価 の

見解」 の取扱 い につ いて相談 し，今村教授 よ り 「私 は初期 の推 本 の議論

に参加 してい な い のでH14年 の推 本 評価 につ いて は コメ ン トで き な

い。」， 「同時期 に 中央 防災会議 で も同様 の議 論 を行 った。 私 も参加 した

が，福 島県沖海溝 沿い で大 地震が発 生す るか どうか につ いて は，繰 り返

し性 が ない こ と及 び切迫 性 が ない こ とを理 由に， 中防 （引用者 注 ：中央

防災会 議 ）と して は結論 を出 さなか った。」， 「しか し，私 は ，福 島県 沖

海 溝沿い で大地震 が発 生す る ことは否 定で きないので，波源 と して考慮

す るべ きであ る と考 える。」， 「福 島県沖 で は海 溝沿 いで既往 津 波 は発 生

していないた め，波源 モデル は三陸沖 と房 総沖 の もの を使 うしかない。

津波 地震 （プ レー ト間）につ い ては ，三 陸沖 （1896） と房総 沖 （167

7年 ）の両方 ，正 断層地震 につい ては三陸 沖 （1933年 ）の もの を使 う。」

な どの意 見 を聴 取 した 旨の議 事録 （丙B第114号 証 の4・450，4
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51ペ ー ジ 〔高尾証 言資料63〕 ）を作成 した＊’。

（イ） 佐竹教 授か らの意 見聴取

酒井GMは ，平成20年6． 月9日 ，佐 竹教授 を訪 ね て， 「（引用者 注 ：

『長 期評 価 の見解 』 を）確 率論 で はな く確 定論設 計 べ一 スで 考 えるべ き

か ど うか」 を尋 ねた ところ，佐 竹教授 は 「非 常に難 しい問題 」 とコメ ン

トした （丙B第114号 証 の4・521ペ ー ジ 〔高尾証言 資料106〕 ）。

ウ 被告 東電 の対応方針 の決定経緯

（ア）被 告東 電内部 にお ける検討状況 等

＊1な お， 同 日にお け る高尾 氏 と今村教授 の具体 的 な会話 内容等 は，上 記議事録 のみ では明 らかで

な いが，今 村教授 は，刑 事事 件 において ，同 日の高尾氏 へ の回答 につ き， 「推本 での結 果 とい う

の は，やは り，無視 で きない といいま しょ うか，非常 に重要 であ る と， これ が1つ 。 また ，今 後

非 常に重要 な影 響 を与 えます ので，試算 として， この結果 を解析 す る必 要は ある と述べた 」 と証

言 し（丙B第77号 証 の1・29ペ ー ジ），別 件訴訟 （東 京高裁 平成29年 （ネ）第2620号 ）にお

い て も， 「長期 評価 とい う国の提 言 です ので ，それ に関 して社 内的な試 算 として どの よ うな影 響

が あるのか， これ はや ってみ て くだ さい」 とア ドバ イ ス した 旨証言 す る （丙B第101号 証 の1

・79ペ ー ジ。 以下，別件訴訟 におけ る今村教授 の証 言 を 「東京 高裁 今村証言」 と表記す る。）。

こ の よ うに，今村 教授 が 「無視 す る ことはでき ない 」 とした のは， 「長 期評価 の 見解 」 を直 ちに

決 定論 に取 り込む べ き との考 えに よるもの ではな く，試算 の上 で検討 の姐 上に載せ る必 要が ある

との考 えに よる もので あ り， この ことは，後 記3（2） エ で述べ る とお り， 耐震バ ックチ ェ ックに

お いて， 「長期評 価 の見解」 を決 定論で取 り扱 わず ，第4期 土木学会 津波 評価部会 にお け る検討

を経 た上で，必要 な対 策 を講 じてい くとの被告 東電 の方 針 につ き，今村教授 が異論 な く了承 して

い るこ とか らも明 らかで あ る。 そ のた め，高尾 氏が，今 村教授 の回答 を 「『長期評 価 の見解』 を

直 ちに決定論 に取 り込むべ き」 との趣 旨 と捉 えたの であれ ば，今村教授 の意図 を正解 しなか った

もの といわ ざるを得 ない。
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前 記 ア （ア）で述 べ た とお り， 土木 調 査 グル ー プ と して は， 「長 期 評価

の見解」 を決 定論的 に取 り扱 う方 向で，他 部署 を含 めた東電 内部 にお け

る議 論 を進 め る こと とした ところ，平成20年2． 月1日 ，福 島第一発電

所 にお いて，耐震バ ックチ ェックに係 る説 明会 が実施 され た。 同説 明会

にお いて は， 「Ss（ 引用 者 注 ：基 準地震動 ）策 定 に関す る検討 で は，推

本 の見解 を無視 で きない との判断 か ら確 定論 として取 り扱 うこ とと した

た め，津 波 の検討 にお いて も海溝沿 いの震源モデル を考慮 す る必要 が生

じてい る。」，「この震源 モデル の位 置 に津波 の波源 モデ ル を設 定す れ ば，

これ まで の想 定津波高 さを上昇側 は上回 り，下降側 は下回 る可能性 が高

い」た め， 「現在 検討 中の新 しい震 源 モデル に よ る津波 高 の敷地 高 さ，

ポ ンプ据付 け レベル ，非常用 ポ ンプ取水高 さへの影響 を検討す る」 とし

て，津 波対 策 を検 討す る 旨を説 明 し（丙B第114号 証 の、4・432ペ

ー ジ 〔高尾 証言 資料53〕 ， 同第115号 証の1〔 酒井 第8回 証 言〕1

9な い し22ペ ー ジ，同号証の3・289ペ ー ジ 〔酒 井証言 資料15〕 ），

その後 ，原 子力設備 管理部新潟 県 中越 沖地震 対策セ ンター 内の機 器耐震

技術 グル ープ，建築 グルー プ，土木技術 グルー プな どを交 えて，津波対

策が検討 され た。

（イ）他の 原子 力事 業者 との協 議状況

被告 東電 は，耐震バ ックチ ェ ックにお ける津波 へ の対応 方針 等 につ い

て，以下 の とお り，他 の原 子力事業者 と協議 を行 った。

a津 波バ ックチ ェ ックに関す る打 合せ （平 成20年3月5日 ）

被 告東電 は，平成20年3月5日 ， 日本原 電，JAEA及 び東 北電

力等 との 打合せ にお い て，前記 イ （ア）の今村 教授 か らの意 見聴 取 に係

る議 事録 を配布 し，協 議 を行 った ところ，上記 各社 の見解等 の要 旨は，

以下 の とお りで あ り，東北電 力が 「長期評価 の見解 」 を決 定論 的 に取

り扱 わ ない方針 を示 す な ど，方針 が統一 され る こ とは なか った （丙B
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第114号 証 の4・453な い し455ペ ー ジ 〔高尾 証 言 資 料6

5〕 ）。

①被 告東電

「・今 村教 授へ の相談 を受 け＊2，推本 を否 定す るこ とは決 定 的な根拠

が ない限 り不可能 と判断す る。」

「・したが って，今村 教授 の意見 を参 考 に， 上記波源 モ デル （引用者

注 ：津 波地震 につ き明治 三陸地震 ，延 宝房総 沖地震，正 断層地震 に

つ き昭和 三 陸地 震）を用 い た土木 学 会手 法 （引用者 注 ：津 波評 価 技

術）のパ ラスタ を実施す る予定。」

② 日本原 電

「・茨城 県 に よる津波浸水想 定 が平成19年10月 に公表 され てお り，

原 電 （引用者 注 ：日本原 電）が土木 学会手法 を用い て評価 した東海 第

二地点 の想 定津波 に よる水位 よ りも大 き く，対策 が必 要 となった。」

「・1896三 陸沖 の波源 を東海 第二地 点前 面の 日本海 溝沿 いに設 定

しない方 向で，今村教 授へ相 談 しに行 くこ とを検討 してい る。」

③JAEA

「・津波 対策 として浸水 壁等 を講 じた場合 ，周辺 民家だ け浸水す る状

況 にな り，地元へ の説 明が非常 に難 しい。」

④東北 電力

＊2か か る意見聴取結 果が ，今村教授 の意図 を正解 しない もので あった こ とは脚 注1の とお りであ

る。
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「・当社 は土木学 会 手法 を用 いて津波 の安 全性 を評価 してお り＊3，こ

の土木 学会 手法 は，萩 原 区分 図 （日本海 溝 沿い は三 陸北部 か ら房 総

沖 にか けて宮城 県沖 と福 島県 沖で地震 地体構 造 上分 かれ てい る）に

基づい た内容 となってい る （中略）。」

「・推 本 に載 って い る領 域 区分 図 （中略）では， 日本海溝 沿 いの三 陸沖

北部 か ら房 総沖 にか けて 同一 の領域 とな ってお り，宮城県 沖 と福 島

県沖 をまた ぐ波源 が考 え られ る。」

「・この こ とか ら，海溝 寄 りの波源領域 は宮城県 沖 と福 島県沖 をまた

ぐ可能性 を考慮 すれ ば， （中略）原子炉施 設 （引用者 注 ：女川発 電所）

が設置 され てい る敷地 レベ ル （O．P． ＋14．8m） が完全 に浸水

す る結 果 とな る （中略）。」

「・（中略）日本海 溝沿 いの断層モデル は宮城県 沖 と福 島県沖 をまたが

ない根 拠 を補 強す る必要 が ある。」

「・これ らの内容 につ いて，今村先 生へ相談す るか ど うか を検討す る。」

b津 波 に関す る4社 情報連 絡会 （平成20年7月23日 ）

被告 東電 ，東 北電力 ，JAEA及 び 日本原電 等 は，平成20年7月

23日 ，津波評価 の検討 状況等 について ，情報 交換 を行 った。 その報

告 内容 等 の要 旨は， 以下 の とお りであ る （丙B第114号 証 の4・5

＊3被 告国第23準 備 書面第5の4（6） エ （78な い し85ペ ー ジ）で述べ た とお り，東 北電力は，実

際 に も，女川発 電所 に係 る耐震 バ ックチ ェ ックにおいて ， 「長期 評価 の見解 」 の領 域区分 を採 用

せ ず に津 波評価技術 を用 いて津波評価 を行 い，JNESも 同 区分 を採 用せず に クロスチェ ックを

実施 し，東北電 力の解 析結果 を妥 当 と判断 してい る。 なお ，後記bで 述べ る とお り，東 北電 力 は，

上記 の津 波評価 を行 うことにつ き，今村教授 に説明 を した ところ，今村教授 か ら異論 が述べ られ

るこ とはなかった。
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50ペ ー ジ 〔高尾 証言資料115〕 ）。

①被告東 電

「・対策工 を実施 す る意 思決 定までに は至 ってい ない。」

「・防潮壁 ，防潮 堤や これ らの組 合せ た （ママ）対策 工の検討 を10月 ま

で には終 えたい。」

「・津波 のハ ザー ドの検 討結果 か ら，従来 の土木学会 の手法 では10

－3のオ
7ダ ーで ，今 回 の推本 の津波評価 が10”5の オー ダーで ある。

地震 のハザー ドが10’5オ ー ダー であ るこ とか ら，推本 の津波 も考

慮すべ きで ある との社 内調 整 を進 めてい る。」

②東北 電力

「・今村 先生 に，土木学会 に準拠 し， 中防 （引用者 注 ：中央 防災会議i）

のモデル も考慮 した こ とな ど，東通 り（ママ）と女川原子力発 電所 の津

波評 価 を説 明 した。推本 の どこで も起 き るこ とは特 に積極 的 には話

さなか ったが，今 村先 生 か ら特 に指摘 はなか った。JENS（ 引用

者 注 ：JNESの 誤記 ）の ク ロスチ ェ ックは必 ず実施 され るな どの

コメン トがあ った。」

「・津波評価 は現状 どお りで進 め，最終 のま とめの段階で あ る。 東通

り（ママ）は9月 ，女川 は12月 が最終報告 。」

③JAEA

「・1677延 宝房 総沖地 震で はバ ックチ ェ ック対象施設 には津波 は

こないが，推本 の津波 では くる。」

F・推 本 の津波 に対 して，建屋 の周 りを囲む な どの対策 工の検討 を行 っ

てい る。」

④ 日本原電

「・推本 ，1677延 宝房 総 沖地震 の津波評価 につ いては実施済み で

あ り，陸域 の押 し波 つい ては （ママ），地盤 改 良 を実施す る排 泥 を利用
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した防潮堤 ，防水扉 な どの対策 を，海 水 ポ ンプ室 の押 し波つい ては

（ママ），蓋 ，壁 な どの対策 ，ポ ンプ室の 引き波 につ いて，ポ ンプ配 管

の延 長，手順 に よる対策 な どを検討 してい る。」

「・日本海溝 寄 りの波源 モデル と して ，1677延 宝房 総沖地震 を設

定す ることがで きないか ，今村 先生へ の ヒヤ リングを したい と考 え

て い る。」

（ウ） 上層部へ の報告 ・説 明等

a土 木調 査 グルー プの ほか，被 告東電 の土木技術 グルー プ，建 築 グル

ー プ，機器 耐震 技術 グル ー プ等 の津波評 価及 び津 波対策 担 当部 署 （以

下 ，単 に 「津波 担 当部 署 」 とい う。）は，前記 （ア）及び （イ）の検 討や 協

議 の経過等 につ き，平成20年2月 頃以 降，武 藤栄原子 力 ・立地本部

副本 部長 （以 下 「武藤副本 部長」 とい う。），吉 田昌郎原 子力設備管 理

部長 （以 下 「吉 田部長」 とい う。）， 山下和彦新潟 県 中越 沖地震対策 セ

ンター長 （以下 「山下セ ンター長 」 とい う。）らに，随時報告 を してい

た ところ （丙B第114号 証 の4・439な い し446，456，4

78な い し482，484， ・485ペ ー ジ 〔高尾 証言資料58，59，

66，82，84〕 ）， 同年6月10日 ，武藤 副本 部長 ，吉 田部 長及

び 山下セ ンター長 らに対 し， 「福 島第一 ・第 二原 子力発 電所津 波評価

の概 要 」 と題す る資料及 び その添付 資料 （同号証 の4・531な い し

548ペ ー ジ 〔高 尾証言 資料109な い し113〕 ）を用 いて，津 波

評 価 に係 る説 明 が行 われ た （同号 証 の4・549ペ ー ジ 〔高尾 証言 資

料114〕 ）。

b前 記aの 説 明 は，要 旨，①平成20年 試 算 に よ り，福 島第一発 電所

及び福 島第 二発 電所 に主要建屋 の敷地 高 を超 える津波 高 さが算 出 され

て い る こ とを示 し，② 耐震 バ ックチ ェ ックにお い て， 「長期 評価 の見

解 」 を取 り込 むべ き根 拠 は ， （a）基 準 地震 動 の策 定 にお いて ， 「不確
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か さの考慮 として，福 島沖の海溝 沿 いの地震 を想 定 し，Ss策 定 に影

響 が ない こ とを確認 」 した こ と， （b）確 率論 的津波 ハザ ー ド解 析 の ロ

ジ ックツ リー の分 岐 に関 し， 「専 門家 に海 溝 沿 いの地震発 生 の可能性

につい てア ンケー トを実施」 した結 果 ， 「どこで も起 き る」 とした地

震 学者 の平均 値 が正断 層 につ き0．65， 逆断層 （引用者 注 ：プ レー

ト間地震 ）につ き0．6で あ った こと， （c）今村 教授 が 「福 島県 沖海溝

沿いで大地震 が発 生す るこ とは否 定で きず ，波源 として考慮す るべ き

で ある との見解 」で あ り，佐 竹教授 が 「設 計事象 で扱 うか ど うか （引

用者注 ：決 定論 に取 り込 むか ど うか）は難 しい問題 との見解 」 で ある

こ とにあ り，③概 略検 討 を実施す る対策 工 として， （a）敷 地へ の遡上

を防 ぐた めの防潮 壁 （O．P．10m盤 に10mの 壁）の設置 ， （b）沖

合へ の 防潮 堤 の設 置 が考 え られ ， （b）の場合 ， 「敷 地 へ の遡 上水位 を

大幅 に低減 で きるが，施 工の成 立性 に関す る検討 ，必要 な許認 可の洗

い 出 しが必 要 」 とな る， とい うもので あ った （丙B第114号 証 の4

・531な い し535ペ ー ジ 〔高尾証言 資料109〕 ，同号証 の1〔 高

尾第5回 証 言〕94な い し100ペ ー ジ， 同第115号 証 の1〔 酒井

第8回 証言 〕62な い し71ペ ー ジ）。

c武 藤 副本 部長 らは，前記bの 説 明を受 けて ，① 「津波対策 を実施す

るか否 かの判 断に係 わ るため，津波ハ ザー ドの検討 内容 について詳細

に説 明す る こ と」，② 「4m盤 へ の遡上 高 さを低減 す るた めの概略 検

討 を行 うこ と」，③ 「沖 に防潮 堤 を設置 す るた めに必要 とな る許認 可

を調 べ るこ と」，④ 「平行 して機器 の対策 につ いて も検討す るこ と」，

の4点 を指示 し，そ の検討 結果 をま とめた上 で，再度 の打合 せ を行 う

こ ととな った （丙B第114号 証 の4・549ペ ー ジ 〔高尾証 言資 料

114〕 ）。

（エ） 対応方針の決 定
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津 波担 当部 署 は，前記 （ウ）の指 示 に係 る検討 を行 い ，平成20年7月

31日 ，その検討 結果 等 につ いて，武藤 副本 部長 らへ の説 明を行 った （丙

B第114号 証 の1〔 高尾第5回 証言〕110な い し115ペ ー ジ，同

号証 の4・556な い し569ペ ー ジ 〔高尾証言 資料119な い し12

5〕 ）。

上記 説 明の結 果 ，① 武藤 副本 部長 は， 「波源 の信頼 性 の ところがや っ

ぱ り一番 気 にな るので ，その波源 を誰 か第三者 の専 門家 に レビュー して

もら うよ うな研 究，検討 を した らど うか」 な どと明治 三陸地震 の波源 を

福 島沖 に設定す るこ とに信 頼性 が欠 けるため，専 門家 に よる研究 ，検討

が必要 ではないか とコメン トし，② これ に対 し，酒井GMが 「明治三 陸

を持 ってきてい るこ とに関 して，地震学 的な根拠 とい う意 味では確 かに

信 頼性 は ない」， 「最 初 のモ デ リング は士木 学 会 でや つて い るの で， 土

木学会 の津波評価部 会 に波源 の再検討 をお願 いす る とい うのが，普通 」

であ る と話 した上 で， 「専 門家 にそ の波源 を検討 して も ら うとい うこ と

に関 して見れ ば，それ はそれで私 は合理 的 な話 だ と思 うんだ けれ ども，

（中略）土木学会 に頼 む とな る と，時 間が掛 か ります，バ ックチ ェ ックが

来て しまい ます 」な どと，その よ うな研 究 を行 えば，耐震 バ ックチ ェ ッ

クへの対応 が間に合 わない 旨の意 見 を述べ た （丙B第115号 証 の2〔 酒

井第9回 証言 〕204，205ペ ー ジ）。 ③武 藤 副本 部長 は， 「専 門家

の人 に説 明を した らど うか （中略）東 電 は，未 来永劫 ，対策 を と らない わ

けではな くて，た だ，今 の15．7を 打 ち出 した波源 はや っぱ り信 頼性

が ないんだ とした ときに， （中略）それ を ちゃん と学 会で議論 して も らっ

て ，その結果 に関 して は確 実に対応 を とるん だ と， （中略）それ は時 間が

掛 か るんだ とした ら，東電 のバ ックチ ェ ックは今 の土木学会 のべ一 スで

行 くん だ とい う話 を丁寧 に説 明」 （同号証 の2〔 酒井 第9回 証言 〕20

5，206ペ ー ジ）した らど うか な どと， 士木 学会 に研 究 を委託 した上
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で，耐震バ ックチ ェ ックまでに研 究が 間に合 わないので あれ ば，耐震バ ッ

クチ ェ ックには既存 の津波評価技術 に基 づ く津波評価 で対応 す るが，研

究 の結果 として必要 とされ る対策 につ いて は被告東 電が確 実 に行 う方針

（以下 「東電津波 対応 方針 」 とい う。）を専 門家 に説 明 して理 解 を得 るこ

とを提案 し，④ 酒井GMは ， 「波源 のモ デル を ど うす るか とい うのは ，

もとも とす ごい過 大認識 を してい たので ，まず合 理的 だ と思 いま した。

（中略）学会 におい て，波源 の信頼性 を確認 した上 で，それ に基 づいて対

策 を とる と。 それ は ，一 定 の合 理性 は あ る」， 「技術 的 に しっか りと し

たモデル で ちゃん と評価 を して対 策 を とる とい うのは，極 めて合理的 」

で ある と して，武藤 副本部長 の上記提案 の とお り，対応す る こ ととした

（丙B第115号 証 の2〔 酒井 第9回 証言 〕207，208ペ ー ジ）。

（以上 につ き，丙B第114号 証 の4・570ぺ 三 ジ 〔高尾 証言資 料

126〕 ）
LX

v

3土 木学会 津波評価部 会へ の研究 委託及 び第4期 土木学会津 波評 価部会 にお け

る検討状 況等

（1）土木学会津 波評価部会 への研究委託

被 告東電 は，平成20年8月6日 ， 日本原 電，東北電 力及びJAEAに 対

し，東電津波 対応方針 を伝 え，耐震 バ ックチ ェ ックには津波評価技 術 に よる

津波評価 で対応す るこ とを説 明 し，東北電 力か らは 「東 北大学長谷 川 ，今村

先生 に土木 学会手 法に基づ く東通 ，女川 の津波評価 を説 明 し，異論 がなか っ

た こ とか ら，東電 の考 えで問題 ない と考 える」 との回答 を， 日本 原電 か らも

東電 津波対 応方針 に賛成す る との回答 を得 た （丙B第114号 証 の4・57

0な い し574ペ ー ジ 〔高尾 証言資料126な い し129〕 ）。

被告 東電 は，平成20年9月10日 ，電事連 土木技術委員 会 にお いて，電

力共通研究 を行 い，土木 学会 等 に津波評 価技術 の高度化 を委 託す る こ とを提

案 し，了承 され た （丙B第114号 証 の4・581な い し584ペ ー ジ 〔高
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尾証言 資料136な い し139〕 ）

（2）専 門家 に対 す る東 電津波対応方 針の説 明 と専門家意 見

被 告東電 は，前記2（2） ウ（エ）の武 藤副本部 長の提案 の とお り，東電津波 対

応 方針 につ いて， 専門家 に対す る説明 を行 うこ とと し，首藤名誉 教授 ，佐竹

教授 ，高橋 智幸秋 田大学 工学 資源部准教授 （現 ・関西 大学社会 安全学部教授 。

高橋教 授），今村 教授 及 び阿部勝征 東 京大 学名誉 教授 ・地震 調査研 究セ ンタ

ー所長 （以下 「阿部 氏」 とい う。）に対 し，東電津 波対応方針 を説 明 し，意見

を聴取 した。 その意見 の要 旨は，以 下の とお りであ って，上記各 専門家は ，

東電津 波対応方針 につ いて了承す るか， 明確 な異 論 を唱 えず，少 な くとも，

「長期 評価 の見解 」 を直 ちに決 定論 的 に取 り扱 うべ き との意見 は述 べ なかっ

た （丙B第114号 証 の4・589な い し594，608ペ ー ジ 〔高尾証 言

資料142な い し145，154〕 ）。

ア 首藤名誉 教授 （平成20年10月16El。 丙B第114号 証 の4・58

9，590ペ ー ジ 〔高尾証言 資料142〕 ）

耐震 バ ックチ ェ ックを津 波評価技術 べ一 スで行 い，津波評 価技術 の改訂

後 ，改 めてバ ックチ ェ ックす る件 につい て， 「承 知 した」。

イ 佐竹教 授 （平成20年10月17日 。丙B第114号 証の4・591ペ

ー ジ 〔高尾証 言資料143〕 ）

東電津 波対応 方針 につ き， 「否 定的 な意見 は一切 なかった」。 「三陸沖 と

福 島沖以南 では ，地震 発生様式 が異 なる点につい て肯定」す る。

ウ 高橋 教授 （平 成20年10月23日 。丙B第114号 証 の4・592，

593ペ ー ジ 〔高尾証言資料144〕 ）

「日本海 溝沿 いの津波地震 や大規模 正断層地震 について ，推 本が 『どこ

で も発 生す る可 能性が あ る』 と言 ってい るのだ か ら，福 島県沖で波源 を設

定 しない理 由 をき ちん と示す 必要 が あ る。」 （被 告 東電 か ら，発 生 しない

ことの証 明はで きないが，三陸沖 とそれ以南 では地震発生様 式 が異 な るこ
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とは示 せ る こと，電力共通研 究 で福 島県沖 に波源設 定 が必 要 と判 断 され，

津波評 価技術 が改訂 され れ ば，再度 バ ックチェ ックす るこ とにつ いて説 明

を受 け） 「津 波研 究者 と して，私 も この海 域 （福 島沖～茨城 沖）で推 本 が指

摘 す る よ うな地震津波 が発生す る とは思 わない。東京 電力 の説 明 は理解す

る し，気持 ちは よ く分 か るが，推 本 が言 ってい る以 上，考慮 しな くて良い

理 由を一般 の人 に対 して説 明 しなけれ ば な らない と考 える。」

工 今村教 授 （平成20年10月28日 。丙B第114号 証 の4・594ペ

ー ジ 〔高尾証言 資料145〕 ）

「BCで は，H14の 青本 （引用者 注 ：平成14年 の津 波評価 技術）をべ

一ス に， それ 以降公表 された ，中央防災会議や 茨城 県の津波波源 を用い る

こ とで よい。」 「推 本 の津 波 につ い て は，今 回 のバ ックチ ェ ックで 波源 と

して考慮 しな くて もよい。BCで は扱 いに くく， かな り過大 で，非常 に小

さい可能性 を追求す るのは ど うか。」

オ 阿部 氏 （平 成20年12月10日 。丙B第114号 証 の4・608ペ ー

ジ 〔高尾証言 資料154〕 ）

「私 は地震本部 の委員 だ った が，太平洋 プ レー トが一続 きになってい る

こ とを踏 ま える と，1896年 明治三陸津波 タイプや1933年 昭和三陸

津波 タイプの津波 が，福 島沖 ～茨城 沖 で も起 きるこ とを否定 で きなか った

た め ，地震本 部 で は 『どこで も起 こ る可能 性 が あ る』 と発 表 した。」 「地

震本部 がその よ うな見解 を出 してい る以上，事業者 は ど う対応す るのか答

えなけれ ばな らない。 対策 を取 るの も一つ。無視す るの も一 つ。 ただ し，

無 視す るた め には，積 極 的 な証拠 が必要 。」 「福 島県 沿岸 で津 波堆積 物 の

調査 を実施 し，地震本部 の見解 に対応 す る よ うな津波 が過 去 に発生 してい

ない こ とを示す こ とが よいの ではないか。」

（3）第4期 土 木学 会津波評価部 会 にお ける検討状 況

土木学会津 波評価部会 は，第3期 の最終 回に 当た る平成21年2月23日
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開催 の第7回 会 合 におい て，次年 度 以降 の前記 （1）の電事連 か らの委託 に関

す る事前説 明を受 けた上 で，同年11月24日 ，平成21年 度第1回 会合 （第

4期 第1回 ）を開催 し， 「最 新知 見を踏 まえて 『津波評価 技術』 を改訂 す る」

こ と等 を 目的 と して， 「波源 モ デル に関す る検討 」 等 を開始 した （丙B第1

17号 証 〔松 山証 言〕34，95な い し98〔 松 山証言 資料18〕 ，109

ない し131〔 松 山証言 資料22〕 ，136〔 松 山証言 弁資料3－1〕 ペ ー

ジ， 同第118号 証 の1） 。 そ の後 ，同部会 は，平成22年3月2日 に平成

21年 度第2回 （第4期 第2回 ），平成22年8月4日 に同年 度第1回 会 合 （第

4期 第3回 ）， 同年12月7日 に 同年 度第2回 会 合 （第4期 第4回 ），平成2

3年3月2日 に平成22年 度第3回 会合 （第4期 第5回 ）を開催 した （丙B第

118号 証 の2な い し5） 。

上記 の うち，平成22年8月 に行 われ た同年 度第1回 会合 （第4期 第3回 ）

において は，断層パ ラメー タに関す る検討や数 値計算 手法 に関す る検討 が行

われ （丙B第118号 証 の3） ， 同年12月 に行 われ た同年度 第2回 会合 （第

4期 第4回 ）では，幹 事団 か ら， 日本海 溝 沿い海域 の波源 域 に設 定す る波源

モデル につ き，南部 （JTT2） は延宝房 総沖地震 を参考 に設 定す る こと，貞

観 津波 の波源モデ ル につ き津 波堆積物調 査等 の最新 の知 見に基づい て津波 解

析 を実施 して設 定す るこ とな どが提 案 され （丙B第114号 証 の4・640

ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料173の ス ライ ド16〕 ），波源 モデル に 関す る検討

が行 われ た。 上記 幹事 団提 案 につ き，部 会 内で 「異論 はな くj（ 同号証 の4

・650ペ ー ジ 〔高尾証 言資料178の1枚 目〕），平成23年3． 月に行 わ

れた平成22年 度第3回 会合 （第4期 第5回 ）におい ては， 引き続 き津波波源

に関す る検討 が行 われ た （丙B第118号 証 の5） 。

本件地震 及び本件 津波 は， この よ うに決 定論 的安全 評価手法 であ る津波評

価技術 の改訂 が検討 され てい る中で発生 した ものであ り，念 のため付言す る

と，被告 国第18準 備 書面 第6の3（1） （170な い し177ペ ー ジ）で述 べ
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た とお り，本件 地震 は．） 「長期 評価 の見解 」 が前提 とす る明治 三陸地震 よ り

約11倍 もエネル ギー が大 き く，断層領 域やす べ り量 も大幅 に異 な るもので

あ り，福 島県 沖の海 域 に設 定す る波源 の参考 とす る ことが検討 され てい た延

宝房 総沖地震 とも全 く規模 を異 にす るものであって ，専 門家 の誰 もが予見 し

ていな かった もので あった。

（4）保安院 に対 す る東電津 波対応 方針等の説 明

ア 被告東電 は，平成21年8． 月28日 及 び 同年9月7日 ，保安 院か ら貞観

津波 に係 る対応等 につい て ヒア リング を受 け，その際 ，耐震 バ ックチ ェ ッ

クにおけ る津波評価 の対応 につ き，耐震 バ ックチ ェ ックには津波評価 技術

に よる津波評価 で対応 す るこ と，電力 共通研究 ，土木学 会 によ り合理 的 な

波源 の設定 を検討 し，耐震バ ックチ ェ ックの最 終報告 には 間に合 わないが ，

合理 的 に設定 され た波源 に対 して必 要 な対策 を実施 してい くこ とな どを説

明 した （丙B第114号 証 の4・621，623ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料1

66，168〕 ）。

イ 前記 ア の説 明 につ き，保安 院担 当者 （名 倉 氏 ら）は ， 「個人 的 には，そ う

い う扱 い （バ ックチ ェ ックは確 立 され た土木 学会べ 一 ス で よい，貞観 の扱

い は，研 究 の進展 で 『余裕 の確保 』 との観 点で 自主保 安 で対 策 を実施）に

な る と思 う」， 「十 分検 討 され てい ない モデ ル に よ る結 果 で運転 中プ ラ ン

トが とまって しま う，等 とい う不合理 な こ とを考 え る人 はいない と思 う。

（中略）バ ックチ ェ ックでま ともに扱 うべ き， との意 見 は暴論 だ と思 うが，

一方 で，全 く触れ ない ， とい うこ とで通 るか ど うか は議論 があ るか も しれ

ない。」（丙B第114号 証 の4・621ペ ー ジ 〔高尾証 言資料166〕 ），

「聴 取会の先生 は，貞観津波 につ いて正式 にBC基 本 ケースで扱 う必要 は

ないが， さ りとて，何 らかの形 で安全性 に言及 で きるのが理想 と考 えてい

る。」 な どとコメ ン トした （丙B第114号 証 の4・623ペ ー ジ 〔高尾

証 言資料168〕 ）。
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第3平 成20年 試算等の長期評価を決定論的手法において取 り扱おうと した被告

東電内部における検討は，耐震バックチェックの際に 「長期評価の見解」を決

定論的に扱 うよう要求 された場合に備 えた ものであって，「長期評価の見解」

が，地震地体構造の知見 として客観的かつ合理的な根拠 を備えたためではな く，

原子力規制機関が被告東電の上記検討と同様の規制判断をするべきものではな

か った こと

被告東電における長期評価の取扱いを正 しく理解す るためには，大前提 とし

て，以下の事実関係を踏まえることが肝要である。

すなわち，被告国第23準 備書面で詳述 したとお り，原子力規制実務では，

津波 に対する安全性審査又 は判断の基準 として， 「既往津波」ではなく 「想定

できる最大の津波」を決定論的安全評価 に取 り込む とい う津波評価技術 と同様

の考え方を採用 していたところ，津波評価技術の考え方は，合理性 を有す る地

震学等の科学的根拠に基づいた津波評価手法であ り，審議会等の検証 に耐 え得

る程度の客観的かつ合理的根拠 を伴 う津波の知見を余すことな く取 り込むため

に策定された ものであった。そ して，この波源モデルの設定に係 る審査又は判

断の基準の下で，歴史的 ・科学的根拠 を有する既往地震の波源モデル をその既

往地震の発生 した領域 と異なる領域に設定す るためには，当該既往地震の発生

した領域 とその波源モデル を設定す る領域が近似す るとい うことが地震地体構

造 の知見によって示 されていなけれ ばな らないことになるところ， 「地震地体

構造の知見を踏まえて波源 を設定する」 とい う津波評価技術の考え方は，近似

する地体構造を有す る領域では同様の地震が発生す るとの地震学の一般的な考

え方に基づ くものであ り，「既往津波の発生履歴が確認 できない領域を含 めて，

地震地体構造の知見に基づいて波源の設定を検討することは，本件事故前後を

問わず，既往津波にとどま らず，安全寄 りに波源 を設定す る上で合理的な方法

であ」 り，「地震地体構造 の知見を十分検討せず して，既往津波の発生履歴が

確認できない領域に合理的な波源 を設定をす る方法はない と考えられ る」 （丙
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B第100号 証3ペ ー ジ）もので あ った。 しか る ところ， 「長期 評価 の見解 」

が公表 され た平成14年 当時 ，津波 地震 の発生 に関連 し，三 陸沖の海 溝寄 りの

領域 と福 島県沖の海 溝 寄 りの領域 の地震地体構 造が 同一で あ るとす る知 見は皆

無 で あ り，被 告 国 （保安 院）は， 「長期評価 の見解 」 につい て適 時適切 に調 査 を

行 った結果 ， 「長 期評価 の見解 」は ，客観 的かつ 合理 的 な根拠 に よって裏 付 け

られ た地震 地体構造 の知見 ではな く，従 前の福 島第 一発電所 の津波 の安 全性 に

係 る審査 又 は判 断の基準 の適 合性 を見 直す必要 が生 じる科 学的知見 では ない と

判 断 していた もので ある し，平成14年8月 以 降 も， これ を裏付 け る科学的根

拠 が発 表 され てい なかった ばか りか，矛 盾す る科学 的根 拠 ばか りが発 表 され て

いた状況 にあ った ため，推進本部 ， 中央防 災会議 及 び土木学会 にお ける様 々な

専門家 の議論 にお いて も，科学 的根拠 を伴 った科学 的知見 であ る とは評価 され

てい なか った。

これ らの事実 関係 を正 しく理解 すれ ば，以下 に述 べ る とお り，被告東 電 の取

組 は，前記事実 関係 と矛盾 す るものではな く，規 制判 断 と離れ た原子 力事業者

側 の事情 ・認識 を元 に行 われた もの と評価 すべ きで あ る。

1原 子 力規制機 関 による原子炉施設 等に係 る規 制判 断は，原子 力事 業者側 の見

解 とは一線 を画 し，中立か つ公 正な立場 で行 われ る もの であ って，被告東 電や

高尾 氏の認識等 によ って左右 され るもの ではな い こと

（D原 子力規制機 関の規制判 断は ，各種科 学的知見 が審議会 等の検証 に耐 え得

る程 度の客観 的かつ合理 的根 拠 を有 して いるか否か とい う客観的評価 に よっ

て行われ るべ きもの であ って，個 人や事業者側 の主観 的評価 によ って左右 さ

れ るもの ではな い こと

原子 力規 制機 関の規 制判断 は，規 制 を受 け る側 であ る原子力事業者 の 見解 ，

あるいは高尾氏 らの一 担 当者 の認識 によって左 右 され る ものではな く，中立

かつ公 正 な立場 か ら行 われ るべ きこ とは論 を待 たない。

一般論 として
，原 子力事業者 側が規制要 求 を超 えて 自主的に安全性 の向上
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に取 り組む ことは推奨 され るべ きもの とはい え， その よ うな取組 や検討 が さ

れ てい た ことをもって，規制判 断の 当否 が左右 され るこ とはな く，本件 につ

い てみれ ば， 「長 期評価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うべ きか ど うか の判 断

に当たっては，津波 に対す る安全性審査 又 は判 断の基準 と して採 用 されてい

た津波評 価技術 の考 え方 を前提 に，少 な くとも，同見解 が，地震地体構 造 の

知 見 と して ，審議 会等 の検 証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かつ合理的 な根 拠 を伴

うもので なけれ ば な らず ， この点 を離 れ，被告 東電 が 自主的取組 とい うべ き

検 討 を して いた とい う事 実 や ，そ の前提 とな る高 尾 氏 の主観 的評 価 のみ に

よって左右 され るべ き性 質 の もので はない。

そ うであ る以上 ，被 告東電 の 自主的取組 や 「長期評 価 の見解 」 に係 る高尾

氏 の認識 が，科学 的知見 に客観 的かつ合理 的 な根拠 が伴 ってい るか否 か とい

う客観 的評価 に基 づ くもので あった とす れ ば，原子 力規制機 関 として も同様

の規 制判 断 をす るべ きで あった とい う余 地は あ る もの の，後記 （2）及 び2で

述べ る とお り，前記 第2で 述べ た事 実経 過や 高尾氏及び酒 井GMの 刑 事事件

にお ける証言 等 によろて，土木調査 グルー プが客観 的 かつ合理 的な科学 的根

拠 に基づ いて 「長期評価 の見解1を 決定論 的 に取 り扱 うべ き と考 えた もので

はなか った こ とが明 らか とな り， 「長期 評価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 う

べ き もの としなかった被 告 国の規制判 断が正 当であった ことは よ り明 らか と

なった。

（2）被 告東電 ない し高尾氏 の判断過程 ・認 識等

す なわち，前記 第2の2（1） 及び （2）で述べ た とお り，被 告東電 の土木調査

グルー プは，耐震 バ ックチ ェ ック対応 として行 う津波 に対す る安全性 評価 に

つ き， 「長期 評価 の見解 」 を決定論 的 に取 り扱 うこ とが求 め られ る と考 えて

平成20年 試 算等 を行 って お り，特 に，高尾 氏 につい ては， 「長 期評 価 の見

解」 を決定論的 に取 り扱 うことが必須で あ る と認識 レてい た よ うに も見受 け

られ ，本件 にお け る原 告 らの主張は，高尾 氏 と同様 の認 識 を もって規制判 断
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を行 い，津波対 策 を命 じるべ きで あった とい うもの と解 され る。

しか る ところ，後 記2の とお り， 被告 東電 の土木調 査 グル ー プ ，取 り分

け高 尾 氏が 「長期 評 価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うこ とが求 め られ る と

考 え るに至 っ たの は，規 制機 関が 「長期 評価 の見解 」 な どの各種 見解 を決

定論 に取 り入 れ るか 否 か を判 断す る要 素 とは別 次元 の理 由 に よる もの で

あった と認 め られ る。 具体 的 には，高尾 氏本 人 が証言 す るよ うに， 「まず長

期評 価 の見解 につ い て は，地 震調 査研 究推 進 本部 とい う国の 地震調 査研 究

の権威 が， どこで も起 こ り得 る と言 ってい る ものです の で， それ は それ で

一 定 のオ ー ソライ ズ され た もの だ とい うのが 私 の認 識 な んです 。 」（丙B第

114号 証 の2〔 高 尾第6回 証言 〕145ペ ー ジ）， 「今 回 の場合 は地震 本

部 が 出 して い ます ので ，私 は権威 の あ る機 関 が 出 した ものなの で ，決 定論

的 に取 り入 れ るべ きだ とい うふ うに考 えた とい うことです。 」（同号 証 の3

〔高尾第7回 証言〕347ペ ー ジ）とい うこ とで あって，結 局の ところ， 「長

期 評価 の 見解 」 が，推進 本 部 とい う「権威 」に よ り発 表 され た とい うこ とが

主た る理 由 とな ってい る （その余 の要 素 を含 める と，後記2の とお り，高尾

氏 の認 識 は① ない し⑥ の6要 素 に分類 され るた め，後 記2で は それ ぞれ の

要素 につ いて詳述す る。 ）。

しか しなが ら， ここで重 要で あ るの は，科 学 的 な知 見 の信 頼性 の有無及

び そ の程 度 は ， 当該 知 見が 「権威 」が発 出 した もの で あ るか否 か とい う点 と
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は本 質 的 には 関係 が な く＊4，前 記 （1）で も述べ た とお り， 当該 知見 の科 学 的

な信 頼性 は客観 的 かつ 合理 的 な根 拠 に よ る裏 付 けが あ るか否 か とい う一 点

にかか ってい る。

そ のた め，被 告 東 電 とい う組織 内部 で 耐震 バ ックチ ェ ック対応 の担 当者

と して最前 線 の 立場 にあ った高尾 氏 が， そ の判 断過程 で 最 も重 き を置 い た

点は， 「長 期評 価 の見解 」 は 「権威 」が発 した見解 で あ る以上 は原子 力規制機

関が これ を規 制 に取 り入 れ るよ うに指示 して くる可 能性 が あ り，そ の対応

に遺漏 な きを期 しな けれ ば原 子 力発 電所 の停 止等 を命 ぜ られ る こ とに な る

か も しれ ない と懸 念 した こ とに あ り， か か る事 態 をな ん と してで も回避 し

た い とい う組 織 人 と して の使 命感 に基づ くもので あ った と して も，本訴 訟

におい て， 高尾 氏 の かか る判 断過程 は， その 主観 的評価 に基 づ い て検証 さ

れ るので はな く，規 制 の枠 組 み に照 ら した客観 的 な科学 的評 価 に基 づ いて

検証 され な けれ ばな らない。

実際 に，原 子 力規 制機 関は ，被 告 国第23準 備 書 面第5の2（2） （46な

い し50ペ ー ジ）で詳述 した とお り， 「長 期 評価 の見解 」 につ いて は， それ

が 「権威 」 に よって発 表 され た もの とい う理 由のみ か ら直 ちに規制 に取 り

入 れ るべ き とは判 断 してい ない し，審議 会等 にお い て は，大竹 名 誉教授 や

衣 笠 善博委 員 な ど委 員 を務 めて いた様 々な分 野 の専 門家 らが，推進 本 部 が

各種長 期評 価 を公 表 した趣 旨を正 し く理解 した上 で規 制判 断 にお け る取扱

＊4し か も，推 進本部 は，地震 調査研 究の 「権威 」 とされ るべ き組織 では あるが，被告 国第23準

備 書 面第5の2（1） （44な い し46ペ ー ジ）で述 べ た とお り，各種長 期評 価 を公表 した趣 旨は

「国民の 防災意識 の高揚 」等 が 目的で あって， 「長期評 価 の見解」 が 「権威 」 に よ り公表 され た

ものであ って も，その 「権 威 」が どの よ うな趣 旨 ・目的で公表 した見解 であ るのかを正 しく理解

しなけれ ば，公 表主体 た る地震本 部の意図 とは全 く異 なった取扱 いが され るこ とにな りかね ない。
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い を検 討 す るべ き で ある 旨を 明言 して い る。 また， 同準備 書 面 第5の3及

び4（54な い し87ペ ー ジ）で詳 述 した とお り，当時 は，「長 期評価 の見解」

に客観 的か つ合 理 的 な根 拠 が あ る として ，直 ち に決 定論 と して規制 に取 り

入れ るべ き とい う学術 専 門家 はお らず ， いた と して も極 めて少 数 で あっ た

ことが 明 らか で ある。 そ の よ うな 中で，原子 力規制機 関 と しては ，ただ 「権

威」に よ り発表 され た もの とい う理 由のみ か ら高尾 氏が推 測 した よ うな判 断

に至 るこ とはな か った ので あ り，原則 どお り，飽 くまで も 「長期 評価 の 見

解 」 に審議 会 等 の検 証 に耐 え得 る程 度 に客観 的 かつ合 理 的 な根拠 があ るか

を確認 し，専 門家 の間 でそれ がい か な る評価 を受 けて い るのか を踏 ま え，

決 定論 的 に これ を規 制 に取 り入 れ る こ とが相 当で あ るか否 か をそ の 当時 の

科 学技術 の知 見 に基づ き調 査 した 上 で判 断す るこ とが必 要 で あ ったの で あ

り，高尾 氏が推測 した もの とは全 く異 な る態度 を もって 「長期評価 の見解」

に臨んでい たので ある。

この よ うに， 高尾 氏が 「長 期評 価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うべ きで

あ る と考 えてい た こ とは事 実で あ るが ，後記2で 詳述 す る高 尾 氏 の判 断過

程 を踏 ま え考慮 すれ ば ， 当該 事 実 を もって 「長期 評価 の見解 」 に科学 的 な

信頼 性 が あった こ とを裏 付 ける もの とな らな い こ とは 明 らか とい うべ きで

あ る し，原 子力 規制 機 関 の上記 意 図 と異 な り，被 告 東電 が 平成20年 試 算

に よ り 「長 期評 価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 って津 波 評価 を行 い， これ

を前提 と した津 波 対策 を し よ うと した検討 及 び取組 は，規 制 要求 が され る

こ とを懸念 して行 われ た もので あ った とはい え， 客観 的 に は，被 告東 電 に

よる 自主 的取組 と評価 され るべ き もので あ る。

2土 木 調査 グルー プは，「長期 評価 の見解 」 に客観 的かつ 合理 的な根拠 が ある

と して， これ を決 定論 的に取 り扱 うべ き と考 えた もので はな い こど 及び，被

告 東電 は，土木調査 グルー プの考 えが客観 的かつ合理的 な根 拠 に基 づかな いた

めに東電津 波対応方針 を採 り， 同方針 は専 門家に おいて も支持 し得 る合理的 な
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もので あ った こ と

（1） 「長期 評価 の見解」等 に係 る高尾 氏の証言

ア 高尾 氏 は，平成19年11月 に東 電設計 との間 で 「耐 震バ ックチ ェ ック

の，特 に津波 の評価 において ， どの よ うな津波 を取 り扱 うべ きか とい うこ

とを， まず 初 め に検 討 し」， 「地 震本 部 ， その 考 え方 につ いて検 討 してい

くべ きでは ないか」 （丙B第114号 証 の1〔 高尾第5回 証 言〕34，3

5ペ ー ジ）とい うこ とにな った とこ ろ， この よ うに， 「長 期評価 の見解 」

を決 定論的 に取 り扱 うべ き もの と考 えた理 由について ，① 「地震本部 とい

うのが 国 の権威 であ る とい うこ と」 （同号証 の1〔 高尾 第5回 証 言〕40

ペ ー ジ）， 「決 定論 的 に考慮 す べ き か ど うか とい うの は，そ の考 えが どれ

ぐ らい オー ソライ ズ されてい るか とか，今 回の場合 は地震本部 が出 してい

ます ので，私 は権威 の ある機 関が 出 した もの なので，決定論 的に取 り入れ

るべ きだ とい うふ うに考 えた」 （同号証 の3〔 高尾第7回 証 言〕347ペ

ー ジ）として ， 「長 期評 価 の見解 」 が推進 本 部 か ら出 され た もの で あった

こ とを挙 げ るほか，② 「確 率論 の研 究の成果 と して，福 島第一 の地 点で1

0メ ー トル を超 える津波 の1年 当た りの超過確 率が10マ イナ ス5乗 のオ

ー ダー。10マ イナ ス5乗 のオー ダー といいます のは，10マ イ ナス5乗

と10マ イナ ス4乗 の間 とい うこ とにな ります けれ ども，そ ういった結果

が得 られ ていた」 （同号証 の1〔 高尾第5回 証言〕39ペ ー ジ），③ 「確率

論 のプ ロセ ス （中略）で得 られ た研 究者 ， 専門家 の ア ンケー ト（引用者 注 ：

確 率論 的津 波 ハ ザー ド解析 にお け るロジ ックツ リーの 重み 付 けア ンケー

ト）の結 果，長 期評価 の見解 を支持す る意 見 が過 半数 を超 えて いた とい う

こと」 （同ペー ジ），④東通発 電所 の設 置許可 申請 や福 島第 一発電所 に係 る

耐 震バ ックチ ェ ックの地震 動 の評価 にお いて ， 「長期 評価 の 見解 を検討 の

祖 上 に上 げていた とい うこ と」 （同ペ ー ジ），⑤ 「地震本 部の地震調査委 員

会 （中略）の委員長 を され てい た阿部 先生 （引用者 注 ：阿部 氏）が，保安 院の
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バ ックチ ェ ックの審査 の会議 の主査 を され ていた 」 （同号証 の1〔 高尾第

5回 証 言〕40ペ ー ジ）ところ，平成16年 に実施 され た ロジ ック ツ リー

の重 み付 けア ンケー トにおい て 「島崎先 生 （引用者 注 ：島崎 氏）と阿部先生

（引用者注 ：阿部氏）が，0，1と 入れ てい らっ しゃ る意 味は，私 な りに解

釈 します と， このお 二人 の先生 につ きま して は， この項 目（引用者 注 ：福

島県 沖か ら茨城県沖 の海 域 で明治三 陸地震 タイ プの地震 が起 きる可能性 が

あるか）につい て は，認 識論 的 な不確 か さが ない とお考 えになった んだ ろ

う」（同号証 の1・43ペ ー ジ）と理解 し，この よ うな阿部 氏 の投票 か ら 「耐

震バ ックチ ェ ック を進 めてい く上 で， この長期評価 の見解 を取 り入れ るよ

うに とい う指摘 がな され るで あろ う」 （同号証 の1・44ペ ー ジ）と考 えた

こ と，⑥今村教授 との面 談 （前記第2の2（2） イ （ア））の際の 同教授 の意 見が，

「地 震本部 の見解 を耐震 バ ックチ ェ ックに （引用者 注 ：波源 として）考慮 し

てい くと，そ うい うものだ と（中略）理解」 （同号証 の1・64ペ ージ）した

ことを挙 げてい る。

イ 高尾 氏 が，前記 ア① ない し⑥ の理 由 によ り， 「長 期評 価 の見解」 を決 定

論 として取 り扱 うべ き と考 えた もので あ るこ とは，被 告東電 内部 にお ける

検 討 状況 （前 記第2の2（1） イ， （2）ウ （ア）），他 の原子 力事 業者 との協議 の

状況 （前記 第2の2（1） ウ， （2）ウ （イ））及 び上層部へ の説 明の状況 （前記第2

の2（2） ウ（ウ））等 に よって裏付 け られ てお り， 明 らかで あ る。

（2）高 尾証 言 に係 る前記 （1）ア① な い し⑥ の理 由は， 「長 期評 価の 見解 」 に地

震地体構造 の知見 と して客観 的かつ合理 的な根拠が あ る ことを示す もの では

な い こと

高尾 氏 が証 言す る前記 （1）ア① か ら⑥ の理 由は，以 下 に述 べ る とお り，い

ずれ も 「長 期評価 の見解 」 に地震地体構 造の知見 と して 客観 的かつ合理 的な

根拠 が あるこ とを示 す ものでは な く，規 制機 関が 「長 期評価 の見解」 な どの

各種 見解 を決 定論 に取 り入れ るか否 か を判断す る要 素 とは別 次元の理 由に よ
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る もので あった と認 め られ るこ とか ら，高尾 氏が証言 の とお りに 「長期評価

の見解 」 を評 していた と して も，それ は， 「長 期評価 の見解 」が審議 会等 の

検証 に耐 え得 る程度 の客観 的 かつ 合理的 な根拠 を伴 ってい たか とい う客観 的

評価 とは異 な る主観 的評 価 に よるもの といわ ざるを得 ない。

ア 理 由① （「長期評価 の見解 」は地震本部 が公表 した ものであ る こと）につ

いて

（ア） これ まで繰 り返 し述べ て きた とお り，原子 力規制機 関が規制判 断 を行

うに 当た って， どの よ うな知見 を取 り上 げ るべ きかについて は，少 な く

とも， 当該知 見が審議会等 の検証 に耐 え得 る程 度 の客観 的かつ合 理的 な

根 拠 を伴 うもので なけれ ば な らず ，そ の よ うな知 見で あるか は，そ の内

容 に こそ意 味が あるので あって，公表 した主体 に よって判断 され るべ き

もので は ない （な お， 「長 期評 価 の 見解 」 は， 国 が公表 した もの で あ る

以上 ，一般 国民 か らは一律 に高い信頼性 が ある もの と受 け取 られかね な

い ため，前記第2の3（2） ウ及 びオ の とお り，高橋 教授や 阿部 氏が， 「考

慮 しな くて 良い理 由 を一般 の人 に対 して説 明 しな けれ ばな らない」， 「無

視す るた めには，積 極的 な証 拠 が必要 」 な どと指 摘 した よ うに，原子 力

事業者 には一般 国民 に対 して説 明を行 う事実上 の社会 的責任 が生 じる と

は考 え られ る ものの ，この こ とと，規 制判 断に 「長期評価 の見解」 を決

定論 的 に取 り込 むか ど うかは，全 く別 次元 の問題 であ る。 ）。

（イ） そ して，被告 国第23準 備 書面 第5（42な い し93ペ ー ジ）で述 べた

とお り，長期 評価 は ， 「国 民の 防災意識 の高揚」 との観 点 か ら，地震 発

生 の可能性 が科 学的根拠 を もって否 定で きないだ けで，積 極的 な裏 付 け

を伴 わない知見 も全 て評価 の基礎 に取 り入 れ，推進本 部 自身 が，その よ

うな知 見 を含 む こ とを認識 し，受 け手側 が科学的根拠 の程度等 を踏 まえ

て取扱 い を決 める ことを前提 に公 表 した もので あ る。「長期評価 の見解 」

は，三陸沖か ら房総 沖が 日本海溝 沿 いの海 溝軸寄 りの領 域 であ る とい う
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以上 に根拠 が な く，地震地 体構 造 に関す る従前 の科学的知 見か らは説 明

できない新 たな見解 であった にもかかわ らず ，上記以上 の科 学的根拠 を

示 してい ないのであ って，平成14年 の公表後 も同見解 に整 合 しない論

文等 が公表 され ，地震地 体構 造 の同一性 に関 し，客観 的かつ合理 的 な根

拠 を与 える よ うな知 見は公 表 され なか ったので ある。

（ウ） この よ うに， 「長 期評価 の見解 」 は， そ の内容 において ，原 子 力安全

規 制 の判 断に取 り入れ るだ けの客観 的 かつ 合理的 な根拠 を伴 わない もの

で あ り，原子 力規 制機 関 もその よ うに判 断 していた こ とは ，前記1（2）

で述 べた とお りで あ る。 「長 期評価 の見解 」 が推 進本 部 に よって公 表 さ

れ た もので ある ことをもって， これ が規 制要求 とな る と考 えた とい う高

尾氏 の認識 は，原子 力規制機 関の考 え を正解 しない ものであ り， また，

「長期評 価 の見解 」 に客観 的かつ合理 的 な根拠 が伴 う旨をい うものでは

ない。

イ 理 由② （確率論 にお ける年超過確率）につ いて

（ア） 高尾氏 は，10メ ー トル を超 える津波 が発 生す る年超過確 率 が10－4

か ら10－5（1万 年 か ら10万 年 に1回 程度 の超 過確 率）で あ り， この数

値 か ら 「長期評価 の見解 」 を決定論 的 に取 り扱 うべ きであ る と考 えた 旨

を証言す るところ，津 波 を対象 と した確率論 的安全評価 の性質 ，手法等

につ いては，被告 国第20準 備書 面第4の2（11か ら19ペ ー ジ）で述

べ た とお りで あ り，確 率論的安全評 価手法 （津波PRA） が確 立す れ ば，

津波 ハザ ー ド解 析 に よ り算 出 され る炉 心損 傷頻度 の年 超過確 率 （リス ク

情報）を もって，津波 に係 る残余 の リス クの程 度 を把 握 し，決 定論的 安

全評価 手法 に よって講 じた津波対 策 の見直 しの要否 を検討す る契機 を与

え るこ とになる。 しか る ところ， ある水位 の津波 が発生す る年超 過確 率

が一 定水準以上 の もの と算 出 された と して も，その こ とは，津波 に係 る

残余 の リスク，す な わち，決 定論 的安 全評価 におい て想定 してい ない リ
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ス クシナ リオ の存在 が示唆 され るにす ぎない か ら，直 ちに設 計津波水位

を見 直す べ き こ とにはな らず ， ま してや，一 定水 準以 上の リス クが示 さ

れ た水位 の津波 が決 定的に発 生す るもの として，決定論 的 に取 り扱 うべ

き とい うのは，明 らかな論 理 の飛躍 で あ る。

（イ） また，被告 国第20準 備 書面第4の2（2） ウ及び エ （15な い し18ペ

ー ジ）で述 べた とお り， 開発 途 上で あ った津波ハ ザー ド解析 の方 法 にお

いて，敷地 高が0．P． ＋10メ ー トル で ある福 島第一発電所1号 機 に

つ き，敷 地高 を超 える津波 が発 生す る年超過 確率 は，高尾 氏が認 識 して

い た10“4か ら10”5で はな く，正 しくは10－5か ら10－6（10万 年

か ら100万 年 に1回 程度 の超過 確率）で あった上＊5，性能 目標案 に ある

炉 心損傷頻 度 の年超 過確 率が 「1．OE－04」 ，す なわ ち10－4と さ

れ ていた こ とか ら， 上記数 値は ，直 ちに決 定論 的安全評価 手法 に よ り講

じた対策 を見直す契機 を与 える よ うな ものでは なかった と評 されてい る

ところで あ る。

（ウ） この よ うに， 開発 途上 の津波ハ ザー ド解析 によって算 出 され た津波水

位 の年 超過確 率 を もって ， 「長期 評価 の見解jを 決 定論的 に取 り扱 うべ

き とした高尾氏 の考 え方 は，科 学的根拠 を欠 くことが 明 らかで ある上 ，

高尾氏 自身，確率論 的安全評価 手法 において算 出 され る炉 心損 傷頻度 の

指標 値等 につ い て， 「私 の専 門 とす る ところで はない ので明確 に答 え る

ことはで きませ ん。」 （丙B第114号 証 の1〔 高尾第5回 証言〕40，

＊5高 尾氏 がい う10－4か ら10－5（1万 年か ら10万 年 に1回 程度の超過確 率）の年超過確 率は，

敷 地北側 の敷地高 が0．P， ＋13メ ー トル であ る福 島第 一発電所6号 機前 面にお け る10メ ー

トル を超 え る津波発 生 の年超過 確率 であ る （丙B第114号 証 の4・543ペ ー ジ 〔高尾証 言資

料112の1枚 目〕）。
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41ペ ー ジ）と して， この点 に関す る十分 な理解 が なか った こ とを 自認

してい る。

ウ 理 由③ （平成16年 に実 施 され た ロジ ック ツ リーの 重み 付 けア ンケー ト

結果）につ いて

（ア） 平成16年 に実施 され た ロジ ックツ リー の重 み付 けア ンケー トは，津

波 ハザ ー ド解 析 にお いて，認 識論 的不確 か さ （人 間 の持 つ知 識や 情報 の

不 足 に起 因す る不確 定性 ）が あ る項 目と して 「長期評価 の 見解 」を ロジ ッ

クツ リー の分岐 に位置 づ けた上で， その不確 か さに係 る専 門家 の意見 の

ば らつ き をア ンケー トで再現 し，重み付 けを した もので あ り，具体 的に

は 「モ ー メン トマ グニチ ュー ド8．0程 度 の津波 地震 が 日本海 溝 沿いの

3領 域 す べて （JTT1，JTT2，JTT3） で発 生す る。」， 「モー メ

ン トマ グニチ ュー ド8．0程 度 の津 波地震 が 日本海 溝 沿いの2領 域 のみ

（JTT1とJTT3） で発 生す る。」 の2つ の選択 肢 につ いて ，持 ち点

1を 配 分す る形 式 の もの であ る （丙B第30号 証28ペ ー ジ，第115

号証 の3・460ペ ー ジ 〔酒井 証言弁資料14－1〕 参照）。

（イ） この よ うに，平成16年 に実施 され た重み付 けア ンケー トは， 「長期

評価 の見解 」 に客観 的かつ合理 的 な根拠 が な く，認 識論 的不確 か さがあ

るため に，確率論 的手法 に取 り込む こ とを前提 と した もので あ り， ここ

で前者 の選択肢 （「長期評価 の見解 」）へ の重み付 けが大 きい結果 が得 ら

れ た として も，それ は 「2つ の選択 肢 の うち， どち らが よ り可能性 が大

きいか と問われれ ば，客観 的 な根拠 が あるわけで はないが ，前者 の可能

性 の方 が大 きい と考 える」 との専門家意 見のば らつ きが再現 された こ と

を示す にす ぎず ， 「長 期評価 の見解」 に客観 的 かつ合理 的 な根拠 が与 え
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られ る こ とに はな らない＊6（丙B第30号 証25ペ ー ジ，第115号 証 の

2〔 酒井第9回 証言 〕192，193ペ ー ジ，第119号 証 〔安 中証言 〕

51ペ ー ジ）。

（ウ） 平成16年 に実施 され た重 み付 けア ンケー トの結 果 か ら， 「長 期評 価

の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うべ き とした高尾 氏の考 え方 は， 同ア ンケ

ー トの性質や位 置づ けを正 しく理解 した ものでは な く， この こ とは，①

酒井GMが 「高尾 さんは， アンケー ト結果 の重み に必 要以上 に力 点 を置

いて い るので ，僕 は，それ は違 うと思 ってま した」 （丙B第115号 証

の1〔 酒 井 第8回 証言 〕91ペ ー ジ）， 「ア ンケー トの結果 と して の平

均値 が こ うだ とい うのは，私 は余 り意 味は ない と思 っています 。これ は，

結局 ，人 が変 われば変 わ るもの だか ら。 （中略）平均値 が これ は逆 だった

ら， じゃあ，入 れ な くていい と思ったの か とい うと，全然 そん な ことは

な くて， （中略）実 は これ は理 由には なっていない と，論理 的 には。」 （丙

B第115号 証 の2〔 酒 井 第9回 証言 〕191ペ ー ジ）， 「そ こにお け

る数字 が こ うだ か ら，これ を設 計事象 において どっち を考 え るか とい う，

このエ キセ ン トリックな この考 え方 は絶 対 とられ てい ないです ， どこの

国で も。 確率論 的な評価 をす る とい うこ とは， も う確 率 的な評 価 で一 貫

して実施す るんです。 そ この部分 を切 り出 してきて，決 定論 的 な評価 で

どっ ちに使 うべ きか と， こ うい う使 い方 はない。 （中略）一番 の理 由は，

これが数字 が逆だ として も，逆 だ った ときに見な くていい こ とに しよ う

ぜ とい う話 にな らない数 字 を ここで書 いて も しょ うがない とか，そ うい

＊6ア ンケー トの意義や 目的，用途 について は，被 告国第20準 備 書面第4の2（2） ウ及びエ ，3

（Dア （イ）（15な い し22ペ ー ジ）で も述 べた とお りであ る。
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うこ とは考 えていま した。」 （同号 証の2・193ペ ー ジ）と評 してい る＊7

ほか，② 今村 教授 におい て，重 み付 けア ンケー トにつ き， 「その割 り振

りとい うのは，幾つ 以上 になった ら決 定論 へ取 り込 む と，そ うい うよ う

な 関係 性 に ある」 もの では な く， 「それ ぞれ の分岐 とい いま しょ うか ，

選 択 において， どの くらいの考 えの幅 が あるのか， またそれ を平均 とい

い ま し ょうか ，代表 とす る と， ど うい うウエー トにな るのか，そ うい う

た めの判 断材料 」で あ り，飽 くまで，確 率論 的手法 の中で，専 門家意 見

のば らつ きを再現 す るもので あ り， ある見解 を決定論 的 に取 り扱 うか否

か を決 め るた めに行 うものでない 旨証言 してい る とお りであ る＊8（丙B第

101号 証 の1〔 東京 高裁今 村 証言〕78，79ペ ー ジ）。 そ して，今

村 教授 は，刑 事事 件 にお いて も， 「ロジ ックツ リー をま とめ る よ うな作

業 を して，い ろい ろ な知見 を取 り扱 って，改 めて，確定論 に ど う取 り込

む か とい う議論 を，専 門家 で集 まって （引用者注 ：第4期 ）津波 評価部会

の場 です る，これ は合理 的な手順 だった と伺 って よろ しいで しょ うか。」

と問 われ た際 ， 「は い ，そ の とお りです 。」 と証言 し， ア ンケー ト結 果

が飽 くまで も確 率論 的な検討 の一部 で ある こ とを前提 に，確 率論 的検討

の後 に改 めて専門家 間で議 論 を行 い，決 定論 的な取扱 い を決 めてい くと

い う検討 手 順 を踏 む こ とが合理 的で あ る と述 べ てい る （丙B第77号 証

＊7丙B第119号 証 〔安 中証言〕51ペ ージ も同 旨。

＊8な お ，今 村教授 は，平成16年 に実施 された重 み付 けア ンケー トにお いて，津波 地震 が どこで

も起 きる との選 択肢 に0．6の 重 み を付 して い るが，刑事事 件 におい て， 「長 期評価 の見解」 と

同 じ前提 に 立つ こ とを示 す もので は ない と明確 に証言 して い る （丙B第77号 証 の1〔 今村 証

言 〕76，77ペ ージ）。
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の1〔 今村 証言〕47，48ペ ー ジ）＊9。

工 理 由④ （地 震動評価 に おける取扱 い）につ いて

（ア）被告東 電は，東通発 電所 の原子炉設置 許可 申請 （当初）に係 る基準 地震

動 の策 定過程 の中で，長期評 価 が示 した 「三 陸沖北部 か ら房 総沖 の海溝

寄 りの領 域 にお いて，1933年 発 生の昭和 三陸地震 と同様 の プ レー ト

内大地震 （正 断層型 ）が どこで も起 こ り得 る」 との見解 に即 し，三 陸沖北

部 か ら房 総 沖にか けて 「『想 定三 陸沖 の地震』 （M8．2） 」 を設 定 し，

これ を検討 用地震 の候補 の一つ として取 り上 げた評価 を してい た （丙B

第108号 証 の1〔 西 村証言〕24な い し32ペ ー ジ，西村証言 弁資料

6－1な い し6－6） 。東 通発 電所 に係 る上記評価 は，地震 動 の観 点 か

らみ た場合 ， 日本海溝 寄 りの領 域 は震源 が 同発電所 か ら遠 く，地震動 は

＊9今 村教授 は，別件 訴訟 （東 京高裁 平成29年 （ネ ）第2620号 ）におい て，裁判長 に よる 「重み

付 けのア ンケー トをや って， （中略）大 きい重み が例 えば あ る選 択肢 につ いて付 いた とす る と，そ

れ は確定論 と して取 り入 れ るべ き もの に変 わ ってい くんです か。」 との補 充質 問に対 して， 「はい，

そ の とお りです。」 と も証 言 して い るが （丙B第101号 証 の1〔 東 京 高裁 今村証 言〕97ペ ー

ジ），先 に引用 した とお り，これ に先 立つ説 明において ， 「その割 り振 りとい うの は， 幾つ 以上 に

な った ら決 定論へ 取 り込 む と， そ うい うよ うな関係 性 にあ る」 もの では な く， 「それぞれ の分岐

といいま しょ うか，選択 において ， どの くらいの考 えの幅が あるのか， またそれ を平 均 とい いま

しょ うか ，代表 とす る と， どうい うウエ ー トにな るのか，そ うい うた めの判 断材料 」 （同号証 の

1・78，79ペ ー ジ）と証言 して い る とお り，上記補 充質 問に対す る証 言 は，確 率論 的検討 の

結果 を踏 まえて，改 めて決定論的 な立場 か ら当該知 見の取扱 いが議論 され る とい う検 討手順 が踏

まれ るこ とを前提 に，知見の進展 に伴 って専 門家 間の意見 のば らつ きがな くなってい くの であれ

ば，それ だ け決定論 的な検討 にお いて もその取扱 いに関す る合 意が得 られやす くなってい くで あ

ろ うとの一般論 を述 べた もので あるので留意 を要す る。
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震源 か ら遠 ざか るほ どに小 さくな るこ とか ら， この領域 に震源 を設定 し

て評価 を して も，基 準地震動 の策定 に影 響が及 ぼない こ とが明 らかで あ

るため （現 に，上記 「想 定三 陸沖地震 」 は ，検討 用 地震 と して選 定 され

て い ない。 ），長期評 価 が示 した正 断層型 地震 の発 生領域 に関す る見解

の信頼 性 につ き専 門家意 見 を聴 取 す るな どの調 査や 検討 をす る こ とな

く，行 われ た もので あ る （丙B第108号 証 の1〔 西村 証言 〕21な い

し24ペ ー ジ）。

なお ，東通 発電 所 の設置 許可 申請書 におい て， 「長 期評価 の見解 」 が

示 した津波 地震 につ い ては，言 及 され てい ない （丙B第108号 証 の1

〔西村証言 〕31，32ペ ー ジ）。

また，被告東電 は，福 島第一発電所 に係 る耐震 バ ックチ ェ ックの 中間

報 告 （丙B第108号 証 の2・ 西村 証言 弁資料3－1） におい ては ， 「地

震調 査研究推進 本部 （2002） は，『三 陸沖北部 か ら房 総沖 の海溝i寄 り』

の領域 において，M8ク ラスの海洋 プ レー ト内地震 を想 定 してい る。 し

か しなが ら， この領域 で過去 に発 生 した最大規模 の地震で あ る1933

年 昭和 三陸地震 （M8．1） において も，地震 に よる被害 は少 なか った と

されて い る ことか ら，敷 地 に及 ぼす影 響 は小 さい と考 え られ る」 （丙B

第108号 証 の2・ 西村証言 弁資料3－5〔 甲A第337号 証 〕）， 「地

震調 査研 究推進本 部 （2002） は，『三陸 沖北部か ら房 総沖の海溝 寄 り』

の領 域 にお いて，M8ク ラスのプ レー ト間地震 を想 定 してい る。 しか し

なが ら， これ らの地震 は津波地震 と され てお り， この領域 で過去 に発生

した最 大規模 の地震 で ある1896年 明治三陸地震 （M8．2） におい て

も，震 害はなか った とされ てい るこ とか ら，敷地 に及 ぼす影響 は小 さい

と考 え られ る」 （同号証 の2・ 西村 証言弁 資料3－4） な どと 「長 期評価

の見解 」等 に言及 して い る。

しか し， これ らは，耐震 バ ックチ ェ ックにおけ る被告 国の審議 にお い
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て，推進本 部が示 した地震 を含 めて様 々な地震 に対す る被告東 電 の考 え

を説 明す るこ とが求 め られ る こ とを想 定 して ， 「長期 評価 の見解 」 に あ

る津波 地震等 が地震 動 の観 点か ら福 島第一発電所 の安全性 に影響 を及 ぼ

す もの では ない とい う被 告東 電 の考 えを説 明 した ものにす ぎず （丙B第

108号 証 の1〔 西村証 言〕39な い し41ペ ー ジ）， 同見解 が信 頼性

の あ る知見 で あ るか否 か を前提 とした もので はない （同号証 の1〔 西村

証 言〕39ペ ー ジ）。 そ して ，事 業者 が その よ うに推進 本部 が公 表 した

知見 に言及 す るのは，耐震設計 審査指針 がそれ らを 「既往 の資料等」 と

して 「参照」 し，それ らの信頼性 を十 分検討 した上 で取 り入 れ るか否 か

を判 断す る ことを求 めていた以上 ，当然 の ことで あ り，単 に 「長期評価

の見解 」等 を参 照 してい るこ とを もって それ らを耐震設 計上 の評価 に取

り入れ てい る と解 釈 す るのは，誤 りで あ る （丙B第120号 証 〔名 倉証

言〕59ペ ー ジ，被告 国第23準 備 書 面第5の2（2） 〔46な い し50

ペー ジ〕）。

既 に繰 り返 し述べ た とお り， 「長期 評価 の見解 」 を裏付 ける客観 的か

つ合理 的 な根拠 は なかった ところ，被告 東電 は，東通発電所 に係 る設置

許 可 申請や福 島第一発電所 に係 る耐震 バ ックチ ェ ックにおいて ，地震動

の観 点 か ら 「長 期評価 の見解 」 にあ る津波 地震 を含 めた地震 を評価 し，

あるい は同見解 に言及 してい る ものの ， これ らは，同見解 に客観 的かつ

合理的 な根拠 が あったか らではない。

（イ） そ もそ も，高尾 氏 の証 言 は， 「長 期評価 の見解」 に客観 的 かつ合理 的

な根拠 が あった 旨をい うのではな く，津波評価 におい て 「長 期評価 の見

解」 を取 り入れ ない場合 ，耐震 バ ックチ ェ ックにお ける被告 東電 の対応

の一貫性 につ いて，説 明す る必要 があ った 旨をい うにす ぎず， この こと

か ら， 「長期 評価 の見解 」 を規制判 断 に取 り込むべ き こ とにな らないの

は，い うまで もない。
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オ 理 由⑤ （島崎 氏及び阿部 氏のア ンケー ト投票結果）について

（ア） 高尾氏 は，平成16年 に実施 され た重み付 けア ンケー トにおいて， 島

崎 氏及 び阿部 氏 が 「1，0」 との回答 を してい る こ とか ら， 「長 期評価

の見解」 につ き，認識論 的不確 か さがない との見解 で ある と推 察 し，そ

の こ とか ら 「長期評価 の見解 」 を決定論 的に取 り扱 うべ き と考 えた 旨証

言す る。

（イ） しか し，福 島県沖か ら茨城 県沖 の 日本海 溝寄 りの領域 におい ては，既

往 の津波 地震 が なか ったの であ るか ら， 「長期 評価 の見解 」 に認識論 的

不確 か さが存在 した ことは明 らかで あ り，重 み付 けア ンケー トが 「長 期

評価 の見解」 に認 識論 的不確 か さが ある ことを前提 と してい る こ とや，

同ア ンケー トが 「長期評価 の見解 」 に客観 的かつ合理 的 な根拠 を与 え，

決定論 的に規 制判 断に取 り込む べ き根拠 とな るもので ない こ とは，前記

ウの とお りで ある。 そ もそ も，重み付 けア ンケー トは， ロジ ックツ リー

の分岐 に重み付 けをす るた めの ものであ って， 島崎氏及び 阿部氏 が した

「1，0」 とい う上記重み付 けは，認識 論的不確 か さが入 る余地 がない

場 合，す なわ ち， 「長期評 価 の見解 」 の とお りに，三 陸沖 か ら房総 沖の

日本海 溝沿 いの領 域 において，実 際 に どこで も津波地震 が発生 した事 実

が存す る場合 で な けれ ば， で きない もので あ る （丙B第115号 証 の2

〔酒 井第9回 証 言〕243ペ ー ジ， 同第101号 証 の1〔 東京 高裁 今村

証言 〕79ペ ー ジ）。 しか し， 「長期 評価 の見解 」 につ い て ，そ の よ う

な事実 はなか ったので あるか ら， 島崎氏及 び阿部氏 は， 同ア ンケー トの

趣 旨，性 質 を正 しく理解せず に 「1，0」 として重 み付 けを した と考 え

られ る。

（ウ） また，前記 第2の3（2） オで述 べた とお り，阿部 氏 は，東電 津波対応

方針 につ い て説 明 を受 け， 「無 視す るため には，積極 的 な証拠 が必要 」

とコメ ン トしつつ ， 「福 島県 沿岸 で津波 堆積物 の調 査 を実施 し，地震 本
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部 の見解 に対応す る よ うな津波 が過 去 に発 生 して いない こ とを示す こ と

が よいの で はない か」 として， 「長期 評価 の見解 」 を直 ちに決 定論 的 に

取 り扱 わない のであれば積極 的な根拠 を示す こ とを勧 め，東 電津波対応

方針 に異論 を唱 えなか ったの で あって ， 「長期評 価 の見解 」 を直 ちに決

定論 的に取 り扱 わな けれ ばな らない との考 えではなか った こ とが 明 らか

とな ってい る （丙B第114号 証 の4・608ペ ー ジ 〔高尾証 言資料1

54〕 ）。

（エ） この よ うに，重み付 けア ンケー トにお け る島崎氏や 阿部氏 の回答 は，

「長 期評価 の見解」 に客観 的かつ合 理的 な根拠 を与 え るものではな く，

阿部氏 自身 ， 「長 期評価 の見解」 に客観 的 な裏付 けがあ る とも，直 ちに

決 定論 的に取 り扱 わなけれ ばな らない知 見で ある とも考 えていなか った

ので あ る。 高尾氏 は，島崎氏や 阿部氏 が 「長 期評価 の見解」 に認識 論 的

不確 か さが ない との見解 で あ る と推察 した とい うところ， この推察 は，

島崎 氏及 び阿部 氏の見解 を正 しく理解 した ものではない。

力 理 由⑥ （今村教授意 見）について

（ア）前記 第2の2（2） イ （ア）で述 べた とお り，平成20年2月26日 の高尾

氏 との面談 の際，今村教授 が 「長期評価 の見解 」 を 「無視 で きない」 な

ど とした趣 旨は， 「長期評 価 の見解 」 を津波評価 技術 （決 定論）に直 ち に

取 り入れ て対 策 を取 らなけれ ばな らない とい うものではな く，試算 を行

い，専 門家 間で議論す るな どの検討 の姐上 に載せ る必要 が ある とした も

の で あ り（なお ，後 記 第4の2で 述べ る とお り， 「長 期評 価 の 見解 」 が

公 表 され た平成14年 以降，延宝房 総 沖地震 につ いては知見 の進 展が あ

り，平成19年 以 降は，福 島県 沖か ら茨城 県沖の 日本海 溝沿 いの領 域 に

つ き，波源 設定 の議論 ・検討 を開始す るだ けの材 料 が整 いつつ あ った。

今村教授 の上記意 見は， この よ うな状 況 を踏 ま えた平成20年 時点の も

の と して捉 え られ な けれ ばな らない。），前記第2の3（2） エの とお り，
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今村 教授 は ， 「推本 の津 波 につ いては，今 回 のバ ックチ ェ ックで波源 と

して考慮 しな くて も よい。BCで は扱 い に くく， かな り過 大で ，非常 に

小 さい可 能性 を追求 す るの は ど うか。」 （丙B第114号 証 の4・59

4ペ ー ジ 〔高尾証言 資料145〕 参照）との考 えであ ったのであ る。

（イ） 前記第2の2（2） イ （ア）の とお り，高尾氏 は， 上記 面談 において，今村

教 授 が， 「私 は，福 島県 沖海溝 沿 いで大地 震 が発 生 す る こ とは否 定 で き

ないの で，波源 と して考 慮す るべ き」 （丙B第114号 証 の4・450

ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料63〕 ）な ど として ， 「長 期評 価 の見解 」 を決 定

論 的 に取 り扱 うべ き との意 見 を述 べ たか の よ うな報 告 を して い る と こ

ろ，この報告 は，高尾 氏 にお いて今村教授 の意 見 を正 しく理解せ ず に行 っ

た ものであ るこ とが明 らか であ る。

（ウ） 原子力規 制機 関の規制判 断は，今村教授 が規制審 査 に も関わ る専 門家

で ある とはい え，今 村教授一 人の見解 に よっ て左右 され るもので はない

が ，今村 教授 には 「長期評価 の見解」 を直 ちに決 定論 に取 り込むべ き と

の考 えはな く，同見解 が客観 的 かつ合理 的 な根拠 を伴 うもの とも認識 し

ていなか ったので ある。

（3）土 木調査 グルー プは，「長期 評価 の見解 」 は客観 的か つ合理 的な根拠 を伴

うもので はない ことを前提 と しつつ も，耐震バ ックチ ェック対策 と して 「長

期評価 の見解 」 を決定論 的 に取 り扱 うべ きと考 えた こと

ア 「長期評価 の見解 」に係 る酒 井GMの 考 え方

前記 第2の2（1） アで述べ た とお り，土木調 査 グル ー プの長 は酒 井GM

で あった ところ，同 グルー プ と しての意 思決定 は，酒井GMの 権 限 にお い

て行 われ る ものであ る。

酒 井GMは ， 「長 期評 価 の見解 」 につ き， 「地 震 学 的 に余 り明確 で は な

い 」 （丙B第115号 証 の1〔 酒井 第8回 証 言〕16ペ ー ジ）， 「別 にそ の

科 学的根拠 は示 してい ない ので，そ うい う意 味で は知 見 と言われ る もので
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はな いん じゃな いか」 （同号証 の2〔 酒井 第9回 証言 〕165ペ ー ジ）な ど

と科 学的 な根 拠 を伴 うもので はな い と理解 し， 「地震本 部 の見解 は社 内 で

議 論 して，そ の結果 に基づ いて あ る判 断 を して ，それでバ ックチ ェ ックに

臨 めば よい」 （同号証 の1〔 酒井第8回 証言〕37ペ ー ジ）と，耐震 バ ック

チ ェ ックにお いて決定論 的 に取 り扱 う必要 はない と考 えていた。

その一方 で，耐震バ ックチ ェ ックにお いて，規制機 関側 か ら 「長 期評価

の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うべ き とされ た場 合 に は， 「どこで も起 き る

とい うもの を覆 す とい うのは， も ともと地震 学的 に明確 な根拠 を示 さず に

どこで も起 きる とい う考 えの人た ちに対 して， こ うだか らここで しか起 き

ない んだ と言 って説 得す るのは，やや 悪魔 の証 明的 に非常 に難 しい （中略），

根拠 を示 して くれ れば ちゃん と議論 で きる と思 うけれ ども， （中略）これ は

審査 の 中で覆す のは， もっ と難 しいか ら， （中略）取 り入れ ざるを得 ない」

（同号証 の2〔 酒 井第9回 証言〕165ペ ー ジ）もの と考 えてい た ところ，

今村 教授 が 「私 は，福 島県沖海溝 沿い で大 地震 が発生す るこ とは否定で き

ない ので，波源 として考慮す るべ き」 とい う意見 であ る とされ た高尾氏作

成 に係 る議 事録 （丙B第114号 証 の4・450ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料6

3〕 ）に よ り， 「今 村 さんが駄 目だ と，審 判 が駄 目だ と言 って るので ， こ

れ は厄介 って， これ は絶対入 れ なきゃ駄 目なん だ とい うことで社 内を説得

して いか な きゃ な らな いな とい うふ うに思 い ま した。」 「今 村 先生 が こ う

言 う以上 ，地震本 部 の見解 を取 り入 れない とバ ックチ ェ ックは通 らないん

です とい うのが私 の 中の主 文 に な るわけ です。」 （丙B第115号 証 の1

〔酒井 第8回 証言 〕37ペ ー ジ）な どと，耐震バ ックチ ェ ック対 策 として，

「長期評価 の見解」 を決定論 的に取 り扱 わ ざるを得 ない と考 えるに至 った

ので あ る。

イ 土木調 査グルー プは，耐震 バ ックチ ェック対策 と して 「長期評 価の見解 」

を決 定論 的に取 り扱 う検討 を した に過 ぎない こ と
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前記 ア に よれ ば， 土木調 査 グル ー プは， 「長期評 価 の見解 」 が客観 的か

つ合理 的な根 拠 を伴 うもので あるた めに， これ を決定論 的に取 り扱 う検討

を したので はな く，耐震バ ックチ ェ ック指示 に よ り現実 的な課題 と して津

波評価 を求 め られ，規制側 か らその よ うな検討 を求 め られ るこ とを懸念 し，

特 に，耐震バ ックチ ェ ックの審査 に関 わる今 村教授 が 「『長期評価 の見解』

を直 ち に決 定論 に取 り込む べ き」 との意 見 で あ る と理解 （これ が今 村教授

の意 見 を正 しく理 解 しない もので あった こ とは，前記 （2）カで述 べた とお

りで あ る。）したためで あった こ とが 明 らか であ る。

（4）被 告 東電 は， 「長期評 価の 見解 」に客観 的 かつ合理 的 な根 拠が伴 って いな

か った ことか ら，専門家 に研究 を委託 し， その結 果 を踏 まえた対策 を行 うな

どの 方針 （東電津 波対応方 針）を採 り，同方針 は専門家 に よって も支持 され た

こと

ア 東電 津波対応方針 につ いて

被 告 国が これ ま で繰 り返 し述 べて きた とお り， 「長 期評価 の見解 」 は，

これ が公 表 され た平成14年 当時 も，それ 以 降 にお いて も， 「国民 の防 災

意識 の高揚」 とい う目的 を超 えて，原 子力発 電所の津波対 策 にお いて決定

論 へ の取入れ が必要 とな るほ どの科 学的根拠 が伴 わなか った ものであ り，

前記 （2）及 び （3）で述べ た とお り，土木調査 グルー プが耐震バ ックチ ェ ック

にお いて， 同見解 を決 定論 的に取 り扱 う検討 を したの も， 同見解 にそ の よ

うな取扱 い をす るだ けの客観 的かつ合理 的 な根拠 が あったためで はなか っ

た。 しか る ところ，前記 第2の2（2） ウ （ウ）及 び （エ）で述べ た とお り，武 藤

副 本部長 は， 「波源 の信 頼性 の ところがや っぱ り一番 気 にな るので ，そ の

波源 を誰 か第 三者 の専 門家 に レビュー して も らうよ うな研 究，検討 を した

らど うか」 （丙B第115号 証 の2〔 酒井第9回 証言〕204ペ ー ジ）な ど

と， 「長期評 価 の見解 」 に客観 的かつ合 理 的 な根拠 が欠 ける こ とか ら，土

木学会 に波源 設 定に係 る研 究 を委託 し，その研究 の結果 として必 要 とされ

54



る対策 は確 実 に行 うとの東 電津波対応 方針 を採 り， 同方針 につ き，専門家

の意 見 を聴 取す るよ う指 示 したのであ って，後記 イ で述 べ る とお り， 同方

針 は専門家 か らも支持 され る ものであ った。

イ 東電津波対応 方針 に係 る専 門家の見解

（ア） 前記第2の3（2） の とお り，被告 東電 は ，東 電津 波対応 方針 を採 るこ

とにつ き，専 門家 で ある首藤名 誉教授 ，佐 竹教授 ，高橋教授 ，今村教授

及び 阿部 氏の意 見 を聴 取 し，そ の結果 ， 同方針 は，上記各 専門家 に よ り

異論 な く了承 された。 なお， この うち高橋教授 の意 見 （前記 第2の3（2）

ウ）につ い ては ，一見す る と東電津 波対応 方針 に異論 を述べ た ものの よ

うに も見 られ るが， 同教授 の意 見の趣 旨は 「考慮 しな くて 良い理 由を一

般 の人 に対 して説 明 しな けれ ばな らない」点 にあ り， この ことは 同教授

がそ の意 見書 （丙B第72号 証6ペ ー ジ）におい て 「長期評価 の指摘 どお

りに津波 地震 が福 島県沖 を含 めて どこで も一様 に起 きる可能性 が ある と

は考 えて い ませ んで した が，推本 が 国の機 関で あ る以上 ，耐 震 バ ック

チ ェ ックで理 由な しに無視 す るの は周辺 地域 の方 々の納得 が得 られ ない

ので はない か と考 えていた ため， その よ うに意 見 を述べ ま した。」 と述

べ てい る とお りで あ る。

（イ） この よ うに，東電津 波対応方針 が専 門家 の 目か ら見て も支持 され る合

理 的 な もので あった こ とや ，そ の前提 として， 「長期評価 の見解 」が直

ちに決 定論 的 に取 り扱 われ るべ きもの と捉 え られ てい なか った こ とは，

①首藤名誉教授 にお い て 「長期評価 が述 べ る福 島沖の津波地震 に 関 して

は，『中防会議 （引用者 注 ：中央 防 災会議）は福 島沖 での地震 津波 を防災

の対象 とすべ き とは提 唱 してい なか った。 （中略）一電力会社 でそれ を防

災対象 に しよ うと考 えて も株 主総会 を通 らなかった のではないか。推本

では福 島沖 の津波 地震 の可能性 に言及 して い るが， あ くまで研 究 を推進

す べ き としてい るだ けで，防災対策 を取れ と言 って い るわ けで はない。』
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と（中略）当時の福 島沖 に関す る長 期評価 の見解 は専 門家の 間で もコンセ

ンサ スが得 られて いなか った ものです ので， この見解 は確 定論 に取 り入

れ ，直 ちに対策 を取 らせ る よ うな説得 力の ある見解 とは考 え られ ていま

せ んで した。」 （丙B第45号 証23ペ ー ジ）との意 見 を述 べ ，② 佐竹 教

授 において 「明治 三陸 と同 じものが福 島県 で起 きる とい うこ と自体が常

識 では なか った」 （甲A第186号 証44ペ ー ジ）な どと証 言 し，③ 高橋

教授 におい て，平成20年 当時 の認 識 が 「長 期評価 の見解 か ら，既 往地

震 の発生 が知 られ ていない領域 （福 島県 沖）で の津波地 震の発生 予測 とし

て確 か ら しさの あ る断層 モ デル を導 き出す に は知 見 が足 りな い。」 「そ

のため，施 設 の設計 上 の想 定 に長期評 価 の見解 を取 り入れ ない」 （丙B

第72号 証6ペ ー ジ）とい うもので あった と述 べ てい るほか ，④ 今村 教

授 にお いて， 「推本 の長 期評価 の見解 は， （中略）津 波地震 の研 究 その も

のが発 展途上 で，科学 的な コンセ ンサス も得 られて いない ものであ るた

め，明治三 陸地震 に よる津波 が福 島沖 で も起 こる ことを想 定 した津波対

策 を行 うとい うこ とは，実際 にあ るか ど うか が判 明 してい ない よ うな非

常 に小 さい可能性 に対 し，過大 な対策 をす る ことにな り， 工学 的 には妥

当でな い」 （丙B第30号 証32ペ ー ジ）， 「推 本 での結果 で はあ ります

け ども，その前提 で あった り， また解析 途 中であ った り，それ をそのま

ま設計 な どに使 うの は難 しか った」 （丙B第101号 証 の1〔 東京 高裁

今 村証 言 〕4ペ ー ジ）， 「（引用 者 注 ：平 成20年 試算 を踏 ま えて も）津

波工学的 に， この よ うな試 算 を把握 した場合 に ど うすべ きで あったのか

と聞かれれ ば，試 算 の前提 と した知見 に科 学的 な コンセ ンサ スがない以

上，複数 の専門家 に調 査検討 を依 頼す るな どして科 学的 な コンセ ンサ ス

の有無 を詰 めてい く作業 をす るべ きで，そ の上 で試算 結果 の前提 となる

知 見 に科学 的 な コンセ ンサ ス が得 られ た段 階 で具 体 的 な対策 の検 討 に

入 ってい くべ きであ る と思 います。 （中略）東京電 力が，直 ちに対策 をす
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るとい う方 向に舵 を切 らず ，専 門家 に対 し， さ らなる調査検討 を依頼す

る方向で動 いた のであれば，それ は先送 りでは な く，工学 的 には正 しい

行 動 で あ った と評価 され るべ きです 。」 （丙B第30号 証33，34ペ

ー ジ）と述 べてい るとお りで ある。

（5）小括

以上 の とお り，被告 東電 の土木調査 グル ープ は，耐震 バ ックチェ ック対応

を検討 す る過 程 にお いて ， 「長期評 価 の見解 」 を決定論 的 に取 り扱 うこ とを

検討 し，平成20年 試 算等 を行 ってい るが，そ の検討 は， 同見解 に客観的 か

つ合理 的 な根拠 が あったために行 われ た もの ではなか った。 そ して ，被告東

電 は，「長期評価 の見解 」に客観 的 かつ合理的 な根拠 が欠 けていた ことか ら，

直 ちに同見解 を決定論 的 に取 り扱 うので はな く，専 門家 に研 究 を委託す る方

針 （東電津波 対応 方針）を採 り， 同方針 は専 門家 にお いて も支持 され たので あ

る。 この こ とは，被告 国が これ まで繰 り返 し主張 して きた とお り，平成14

年 の公 表 時は もち ろん，平成19年 ない し平 成20年 頃にお いて も， 「長期

評価 の見解 」 に， これ を決 定論 的 に取 り扱 うべ き客観 的かつ合理 的 な根拠 が

伴 うことは なかった こ とを示す もの であ る。

3日 本原電の 自主的取組 につ いて

（D「 長期評価 の見解」 に基づ く試算 の位 置 づけ

日本原電 は，茨城県 に東海 第二原子 力発電所 を設置す る電気 事業者 で あ り，

同 じ く東 北 日本 太平 洋側 に原 子 力発 電所 の あ る被 告東 電及 び東 北 電力 と共

に，耐震バ ックチ ェ ックにお ける 「長 期評価 の見解」 の取入 れ の要否 等 を検

討 してい た ところ，平 成20年 に， 「長 期評価 の見解」 に基づ いて 明治三 陸

津波 の波源 モデル を東 海第 二原子 力発電所 前面 であ る茨城 県沖海溝 沿い に設

定 して試 算 を行 い， この津波 が到 来 した場合 ，敷地 高 を大 き く超 え，原子炉

建屋 等 を含 む敷 地全域 が浸水す る との結果 を得 ていた （丙B第121号 証 〔安

保証 言〕32ペ ー ジ， なお，遡 上計算結果 につ いては下 図 〔同号証157ぺ

57



一 ジ ・安保 証言 資料18の4枚 目右 図〕 を参照）。

推本の反 映結 集

騨 轟〔村 輌 蜘 弘 事、牢 汁 ぷ

‖

∫
一一一 　『 耳一

R／8、Tゾ賭 遁 では30c■ 程度 の 浸 氷

しか る ところ， この試 算 は，前 記第2の2（2） ア で述 べ た被告東 電 に よる

平成20年 試 算 と同様 に， 「長 期評価 の見解」 に客観 的 かつ合理 的根拠 が伴

うか否か を前提 とせず ，後 の耐震バ ックチ ェ ックの審議 で言及 され る可能性

が あ る知見 の 中で 「一番 厳 しい と考 え られ る」 （丙B第121号 証 〔安保証

言〕17，140〔 安保 証 言資料8の2枚 目〕ペ ー ジ）もの を用 いて施設 へ

の影響 を最大 限に評価 す るこ とに よ り，耐震バ ックチ ェ ックにお ける津波 対

策 の検討 の 出発 点 と して実施 され た ものにす ぎない （同号証82，83ペ ー

ジ）。

（2）日本原 電の津波対応 方針に ついて

日本原 電 は，種 々の検 討結果 を踏 ま えて，平成20年8月 以 降，前記2（4）

アの東電津 波対応 方針 と同 じく， 「長期 評価 の見解 」 に客観 的かつ合 理 的な

根拠 が欠 ける ことか ら， 土木 学会 に波源設 定 に係 る研 究 を委託 し，そ の研究

の結果 として必 要 とされ る対策 を確実 に行 うとの対応 方針 を採 り，耐震バ ッ

クチ ェ ック報 告 におい て も， 「長期評 価 の見解 」 を取 り入れ ない方 針 と した

（丙B第121号 証224ペ ー ジ 〔安保 証言 資料51〕 ）。 この一方 で， 日本
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原 電 は，福 島第一発 電所 事故 までの間 に，独 自の津波 対策 と して，①屋外海

水 ポ ンプ 室の側壁 嵩上 げ （平成21年10月30日 竣 工。 同号証225な い

し227ペ ー ジ 〔安保 証言 資料52，53〕 ），②敷 地 内で の防潮 盛 土の敷

設 （平成21年5月29日 竣 工。 同号証197な い し201ペ ー ジ 〔安保証

言 資料資料39，40〕 ），③建屋 外壁 開 口部の改造等 （平成21年9． 月30

日竣 工。 同号証212な い し214ペ ー ジ 〔安保 証言資料45，46〕 ）を

実施 した。

しか し， これ らは，いずれ も 「長期評 価 の見解 」 に客観 的かつ合理 的根 拠

があ るこ とを前提 に した対策で はな く， 当時の科学的知 見 に基づ く規 制要求

の レベル を超 え，事 業者 としての リス ク管理 の観点 か ら講 じられ た 日本原電

の 自主的な対応 であ る。

す なわ ち， 日本 原電 は，耐震 バ ックチ ェ ックでの報 告 内容 と対策 を切 り離

して考 え （丙B第121号 証 〔安保証 言〕15な い し17，140〔 安 保証

言 資 料8の2枚 目〕 ペ ー ジ）， 「長 期評 価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うこ

とを求 め られた場合 には，上記 の対策 が十 分で ない ことを認 識 していた もの

の ，数年 をか けて土木学会 での検討等 を実施 した後 に，結果 と して 「長期評

価 の見解 」 に基 づ く津波 を前提 とした対 策 を講 じな けれ ばな らない事態 が生

じた場合 を も見裾 えて，事 業者 としての リス ク管理の観点 か ら， 自主的 に対

策 の一部 を実施 し始 めてい た もので あ る （同号証74，119，202な い

し204〔 安保 証 言資料43〕 ，219〔 安保 証言 資料48〕 ペー ジ）。現

に，上記対 策 の うち① は，後 記第4の2（2） の茨城 県波源 モ デル を用い た延

宝房 総沖地震津波 の評価結果 に対す る対 策 であ り，波源位 置等 の不確 か さを

考 慮せ ず ，既往 津波 に対す る対策 を追加 したにす ぎない か ら，そ もそ も 「長

期 評価 の見解 」 を取 り入 れ た対策 で はない （同号証228ペ ー ジ 〔安保 証言

資料55〕 。下 図 （同ペ ー ジよ り抜粋 ）にお け るケー ス1） 。
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また，② の盛 り土及 び③ の建屋 開 口部 等 の改造 は， 「長期評 価 の見解」 へ

の対策検討 を契機 とはす るものの， 同見解 に客観 的かつ合理 的 な根 拠 があ る

ことを前提 と して講 じられ た対策 ではない。 これ らの対策 は， 同見解 に基 づ

く津 波 の発 生 を想定 した上で， その津波 に よる浸水 の影響 を低減す るこ とを

目的 としていた ため，対 策実施後 ，仮 にそ の津波が到 来 した場合 ，津 波 は盛

り土 を乗 り越 えて敷 地全 域 に遡 上 し，原子 炉建 屋等 の内部 も一部浸水 す る と

の結 果が 生 じるこ とに な る （丙B第121号 証 〔安保証 言〕39，96ペ ー

ジ。 下図＊｜°〔同号証161ペ ー ジ 〔安保証 言資料20の2枚 目〕〕参照）。

f

＊10同 図は，盛 り土の設計に先立ち行われた遡上解析結果の一つであり，敷地南側に高さ3メ ー ト

ルの仮想防潮堤を設定 したものであるが，敷地への遡上を防 ぐことはできず，敷地全域が浸水

する結果 となる。実際の盛 り土は，当該防潮堤の設定位置の若干陸側の敷地の一部（グラウン ド

等）をかさ上げ したに とどまり（かさ上げ後の敷地高は仮設防潮堤 よりも低い。），津波の遡上を

低減する効果は同図の解析結果 より劣ることになる。
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一
防潮壁②高 さ （S99m＋3m＝HP＋1199m｝

防潮壁前面の津 波高さHP訂3674m

鶉

図1－4最 大 漫水 深分 布 （ケー ス3： 主 要 建屋 周 辺 に防 潮壁 及 び南 側 敷地 に 防 潮壁3m）

（R9－07－OIH， 朔 望 平 均満 潮 位HP＋1493m）

特 に，防潮盛 土は，平成20年11月 頃，地震対策 の地盤 改良工事 で発 生

した大量 の排泥 の産廃 処 分費が多額 とな る ことか ら，津波 に対す る安全性 の

更 なる向上の名 目で， その排 泥 を敷 地のか さ上 げの材 料 に用い る こととされ

た もので あ る （丙B第121号 証 〔安保証 言〕37，105な い し107，

197〔 安 保証言 資料39〕 ペー ジ）ほか， か さ上 げ箇所 も解 析上 津波 の遡

上 が予 測 され た箇所 （同号証161ペ ー ジ 〔安保 証言 資料20の2枚 目〕）の

一部 に とどま る し，地震や津 波 の波力 に対す る安全性 が確認 された もので も

ない。

この よ うに， 日本原 電 が行 った対策 は， 「長期 評価 の見解 」 に客観 的かつ

合理的根拠 が あるもの と して ， これ を施 設 の設 計上，決 定論 的 に取 り扱 われ

るべ き とされた場合 の対策 と しては，不十分 な もので あって，そ の こ とは 日

本原電 も重 々承知 していた ので あ り，上記 対策が飽 くまで リスク管理 のた め

の 自主的対応 であった こ とが明 らか であ る。 日本原電 が この よ うな 自主的対

応 を実施 した こ とは，安全性 に対す る一 次的 な責任 を負 う事業者 として望 ま
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しい態 度 で あ るが， 「長期評 価 の見解 」 に客観 的かつ 合理 的 な根拠 が伴 って

い なかった以上 ，被 告国 が被 告東電 に対 し， 日本原 電 の 自主的対策 と同等 の

内容 の対策 を講 じるよ うに命 じる ことが可能 とな る もので はない。

4ま とめ （第3に つ いての 小括）

以 上 に よれ ば，平成20年 試算 等の 「長期評価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱

お うとした被 告東電 （土木 調査 グループ）の検討 は，同見解 に客観 的かつ合理 的

な根 拠 が ある ことを理 由 と した ものではな く，被告 国 にお いて，被告東 電 の上

記 検討 と同様 に， 「長 期評価 の見解 」 を決 定論 的 に取 り扱 うとの規制判 断 を行

うべ き状況 になか った ことが よ り明 らか になった。 したが って ，その よ うな規

制判 断 を しなか った ことが原子力規 制機 関に与 え られ た裁 量 の範 囲内 の もの と

して正 当であ った ことは， 明 らかで ある。

第4決 定論的手法 は，福島第 一発 電所事故 当時 ，見 直 しの過程 に あ り，決定論 的

手法 に基づ く規 制判断の見 直 しや新 たな規制要 求 はできなか った こと

1は じめ．に

前記第2の2及 び3で 述べ た とお り，被 告東電 は ，「長期評価 の見解」が 「無

視 で きない」 もので ある との認識 の下 に，土木学会 津波評価部 会 に福 島県沖 の

日本海溝 寄 りの領域 に係 る波源 の検討 を依 頼 し，同部会 は，延 宝房総 沖地震 を

参考 に波源 を設 定 し，津波評価 技術 を改訂 す るこ とを検討 してい た。 そ して，

被告 国 は，津 波評価技術 と同様 の考 え方 を津波 に対す る安全性審査 又 は判 断の

基 準 として取 り入れ ていたか ら，津波評価技術 が改訂 され た場合 には， これ に

即 して規制 判断 を見直す こ とにな った と考 え られ る。

しか し，津波評価 技術 の改訂 に向けた上 記検討 は，以 下に述 べ る とお り，平

成19年 頃 までに延 宝房総 沖地震等 に係 る知見 に進 展が あ り， よ うや く福 島県

沖 の 日本海溝 沿い の領域 に波源 を設 定す る検討 が開始 で きるだ けの状 況が整 っ

た こ とを踏 ま え，第4期 土木学会津 波評価 部会 にお いて， これ を前提 に複数 の
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専 門家 を交 えて適切 な波源 設定 をす べ く専 門技術 的検討 を行 っていた とい うも

のであ って，その よ うな専 門家 に よる専 門技術 的検討 結果 を待 たず に決 定論 的

手 法 に よる規 制判 断 を見直 すだ けの知 見の集積 状 況 にはな く， 「長期 評価 の見

解jが 公表 された平成14年 当時 はも とよ り，福 島第一発電所 事故 当時 にお い

て も，原子 力規制機 関が規制判 断 を見直 して新 たな規制要 求 をす るべ き状況 に

はなかった のであ る。

2平 成14年 以降の延 宝房総沖地 震に係 る知見 の進展

（1）延宝房総 沖地震 につ いて

延 宝 房総 沖地震 は，1677年 に発 生 した とされ る地震 であ り， 「長 期評

価 の見解 」 にお いては， 日本海 溝沿 いの領 域 で発 生 した津波 地震 と位 置づ け

られ てい るもので ある。 しか し，延宝房 総沖地震 につ いては， これ が発生 し

た こ とや，津波被 害 を もた らした ことは知 られ ていた もの の，平成14年 当

時，震源域や規模 のほか， これ が津波 地震 であ るか ど うか につ いて も明 らか

に なってお らず ，被告 国第18準 備 書面 第4の5（2） ア （ア）（79な い し81

ペ ー ジ）で述 べた とお り， 「地震 調査研究推進 本部 地震 調査委員 会 （2002）

の見 解 （この地震 は房 総 沖の海溝 寄 りで発 生 したM8ク ラスの プ レー ト間地

震）は疑 問であ る」， 「本 地震 を1611年 三陸沖 地震 （引用者 注 ：慶 長三 陸地

震）・1896年 明治三 陸津波 地震 と一括 して 『三 陸沖 北部 か ら房総 沖 の海

溝 寄 りのプ レー ト間大地震 （津波 地震）』 とい うグル ープ を設 定 し，そ の活動

の長 期評価 をお こなった地震調 査研 究推進本 部地震調査 委員会 （2002） の

作業 は適切で はないか も しれず ，津波防災上 まだ大 きな問題 が残 ってい る。」

（丙B第3号 証 ・石橋 克彦 「史 料地震 学 で探 る1677年 延 宝房総 沖津 波地

震」 （平成15年 ）387，388ペ ー ジ）な どの異論 が唱 え られ てい たほか，

推進 本 部 自身 ，平成21年3． 月に発行 した 「日本 の地震 活動 」 （第2版 ）（丙

A第28号 証）にお いて， 「被 害状況 な どか ら，房総 半島東方 沖で発 生 した と

考 え られ ています が，震源 域 の詳 細は分か ってい ませ ん」， 「プ レー ト間地震
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であったか，沈み込 むプ レー ト内地震 であったか も分かってい ませ ん」とし，

「『：津波 地震』 と呼 ばれ る特殊 な地震 （括 弧 内省 略）であった 可能性 が指摘 さ

れ て います。」 とす るに とどま ってい る （同号 証153ペ ー ジ）の で あって，

後記 （2）の とお り，一 定程 度 の知見 の進展 はあった ものの，現在 において も，

詳細 に解 明 され てい る ものではない。

なお，津波評価技術 は，延宝房総 沖地震 に係 る知 見が上記程度 の もので あっ

た とはい え，原 子力発 電所 に高い安全性 が求 め られ るこ とな どか ら，同地震

を既往：津波 として取 り込 んでい るが，平成18年 に公表 され た 中央 防災会議

による 「日本海 溝 ・千島海溝i報告 書」 （平成18年 。 丙A第26号 証）におい

て は， 「現 時点 で は繰 り返 し発 生 が確認 されて い ない 」 として検討 対象 外 と

され ， 「津波堆 積物等 に よる今後 の調 査 が望 まれ る」 とされた もの であ る （同

第26号 証の2・59ペ ー ジ）。

（2）茨城 県の沿岸津 波浸水想 定区域調査 に基づ く茨城県波源 モデルの構 築

ア 茨城 県による沿 岸津 波浸水想定 区域 調査

延 宝房総沖地震 につ いて は， 中央 防災会議 が平成17年 に推定 沿岸 津波

高に基づいて イ ンバー ジ ョン解析 を行 い，波源 モデル を試 算 していた とこ

ろ（甲A第200号 証55ペ ー ジ），茨城県 は，平成17年12月27日 ，

茨城 沿岸津波浸水想 定 区域 の検討 を行 うため，三村信男茨城 大学 教授 を委

員 長，今村教授 を副委員 長 ，佐竹 教授 ほか3名 を委員 とす る茨城 沿岸津波

浸水想 定検討 委員会 を設 置 し，延 宝房総 沖地震 を震源 と して想 定 した調査

を行 った （丙B第122号 証）。

同調査 において は，文献資料 に基づ き，千葉県 か ら福 島県 にか けて の沿

岸 部 （全20地 点）につ い て，建物 被害軒数 な どの被害状 況 か ら津 波浸水 高

を推定 した上，そ の浸 水高 を よ く説明 で きる波源モ デル につ いて検討 し，

中央防 災会議 の上記波源 モデル を基本 と してすべ り量 を1．2倍 に調整 し

たモデル を用 い る と，浸水 高 を よ く説 明 で きる と して，下 図 （甲A第20

64



0号 証58ペ ー ジ図2） の とお りの茨城 県波源 モデル を設 定 した。 なお，

この調 査結果 は，平成19年3月 に論 文 と して学会誌 （歴 史地震）に受理 さ

れ ，公 表 され た。 （以 上 につ き， 甲A第200号 証）

図2延 宝 房 総 沖 地 震 の 断 層 モ デ ル に 基 づ く地 盤 変 動 量 分 布 （単位 ：c皿戊

（海 岸 の 膨 印 は 図3に 示 した津 波 浸 水 高 と計 算 遡 上 高 の 比較 地 点 ）

Fig．2Displacernentsduet◎faul£m◎del・fEmpeB◎so－okiEttrthquake（unit：cm）

イ 茨城 県波源 モデル について

（ア） 茨城 県波源 モデル は，上図 の とお り，延 宝房総沖地震 を2つ の断層破

壊 に よ り再 現す るモ デルで あ る。上側 の断層 は，領域 が 日本海溝 沿い で，

断層幅 が狭 くすべ り量 も大 きいた め，津 波地震 タイプ （プ レー ト間地震）

と考 え られ る もの，下側 の断層 は，領域 が 日本海溝i沿い よ り陸側で ，断
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層 幅が広 い こ とな どか ら，通 常の逆断層 地震 タイ プ と考 え られ る もので

ある。 このモデル は，延宝房総 沖地震 が この よ うな2つ の異な る性質 を

持つ地震 で あ るこ とを示す モデル で あ り，特 に，下側 の断層 につ いては，

太平洋 プ レー トと南方 の フィ リピン海 プ レー トの沈み込 み に伴 う影響 を

受 けてい る と考 え られ るもので あ った （丙B第77号 証 の1〔 今村証 言〕

24ペ ー ジ， 同第101号 証 の1〔 東京 高裁 今村証 言〕22な い し24

ペー ジ）。

（イ） この茨城 県 波源 モデ ル は， 当時 の最 新 の研 究成 果 とい うべ き もので

あったが，「今 回 は千葉 県沿岸 ～福 島県沿岸 の津波浸水 高 を推定 したが，

八 丈島や知多 半 島で も津 波 の記録 が あ り， これ らの記録 につ いての検討

は試 み ていないた め，波源 モデル を よ り広範 囲 に適用 す る際には さ らな

る検討 が必 要 」で あ り， 「全体 の平均 的 な津波 浸水 高は今 回設 定 した波

源 モデル で よ く説 明で きたが，地域 に よって は （中略）今 回の計算で は被

害記録 か ら推 定 され る津波 浸水高 を再現で きない場所 もあった ため，そ

の原 因につ いて の検討 も必要 」 であ って， 「防災上 の観 点 か ら痕跡 高 の

推 定幅 の最 大 を再現す るこ とを試 みた が，推 定幅 に対応 す る波源 モデル

の設 定幅 の検討 も課題 として考 え られ る」 もので あった （甲A第200

号証55ペ ー ジ）。

（ウ） また，茨 城 県波源 モデル は，上 図 （甲A第200号 証58ペ ー ジ図2）

の とお り，茨城 県沖 か ら房総 沖 にかけて断層 （波源 ）を設 定 した ものであ

るところ， この断層位置 を既 往 の発 生履歴 のない領域 にず らし， このモ

デ ル を福 島県沖 にお け る波源 として想 定 しよ うとす る場 合 ，前記 （ア）の

とお り， これが フ ィ リピン海 プ レー トの沈 み込み に よる影響 があ った こ

とを裏付 け る波源 モデル であって，福 島県沖 はそ の よ うな影響 が ない領

域 であ るこ とか ら，飽 くまで これ を 「参考」 にで きるに とどま り，福 島

県沖へ の設 定 に当た っては， 「このま ま持 ってい くの か，や は り南北 に
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分 けて北部 を持 ってい くの か （引用 者注 ：上 図の 断層モデ ル の うち，津

波地震 タイ プであ る上側 の断層モデ ルのみ を参 考 に福 島県沖 に波源 を設

定す る こ とを指 す。 ），又 はマ グニチ ュー ドは 同 じに して持 っ てい くの

か， （中略）選 択肢 がi幾つ か あ」 （丙B第101号 証 の1〔 東京 高裁 今村

証言 〕24ペ ー ジ）り，更 な る堆積 物調 査や 資料等 の見直 しな どの理学

的基礎 デー タの蓄積 や ，モ デル の再検討 が必 要 にな る もので あった （同

号証 の1〔 東京 高裁今村証 言〕22な い し24ペ ー ジ， 同第77号 証 の

1〔 今村証言 〕87，88ペ ー ジ）。

3茨 城 県波源 モデル を踏 まえた延宝房 総沖地震 に係 る検討 状況等

（1）被告 東電 に よる茨城 県波源 モ デルに よる津 波評価

被 告東電 は，平成20年3月 ，茨城 県波源 モデル に基 づい た津波 評価 を行

い，算 出 され た津波高 さが当時 の設 計津波水位 で ある最 大O．P． ＋5．7

メー トル を上回 らない ことを確認 した （甲A第328号 証18ペ ー ジ）。 これ

は，被告東電 が茨城県 か ら茨城 県波源 モデ ル に係 るデ ー タを入 手 した上 ，被

告東電側 で保 有す る最新 の海 底 地形 デー タや潮 位条件 を用い て，上記モ デル

に基づ く既往 津波 と しての延宝房 総沖地震 津波 の福 島第一発電 所へ の影響 を

評価 した もの であ り，後 述す るよ うに津 波評価技術 に基づ いて波源 位置や 走

向等 のパ ラメー タスタデ ィを実施 した もので はなかった。

（2）茨城 県波源 モデルの福 島 県沖に おける検討 について

ア 前提 となる知 見の進展

被 告 国第23準 備 書 面第4の1（32な い し38ペ ー ジ）で述 べ た とお

り，平成14年 当時，海溝 寄 りを含 む福 島県沖の領域 でマ グニ チ ュー ド8

クラスの大地震 が発 生す る可能性 は低 い と考 え られ てお り， また，津波地

震 は特定 の領域や 特定 の条件 下 で発 生す る極 めて特殊 な地震 であ る との考

えが支 配的 で，谷 岡 ・佐竹 論 文 （丙B第21号 証）が示 した見解 （明治三陸

地震 が発生 した場所付近 の よ うに，海 底 に凹凸が ある場所 で は，地溝 に堆
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積 物 が入 り，地 塁 には堆積物 が溜 ま らず ，陸側 のプ レー トと強 くカ ップ リ

ング 〔固着〕す るた め，海溝付 近 で も地震が発 生 して津 波地震 とな るが，

海 底 に凹凸 がない場所で は，堆 積物 が一様 に入 って くるた め，堆積物 の下

で カ ップ リン グが弱 くな り，海 溝付近 で は地震 が発生せ ず， よ り陸寄 りの

部分 でカ ップ リングが強 くな って典型 的 なプ レー ト間地震 を起 こす とい う

見解 〔甲A第186号 証24ペ ー ジ〕 ）が多 くの支持 を集 めてい た。

また ，被 告 国第23準 備 書面 第5の4（1） イ （60な い し62ペ ー ジ）で

述 べた とお り，文部 科学省 所 管 の独 立行政 法 人海洋研 究開発機構 （JAM

STEC） に よ る海 底構造 探査 の結 果 を踏 ま えて ，平成14年12月 に公

表 され た鶴博 士 らの論文 （丙B第19号 証 の1，2） に よ り，明治 三陸地震

の領域 では海 溝軸付近 に堆積 物 が くさび形 に厚 く積 み上が り，福 島県沖 で

はプ レー ト内の奥 まで堆積 物 が広 が って，海溝 軸付近 に厚 い堆積 物が ない

こ とが 明 らか に され た。

上記鶴博 士 らの論文 は，谷 岡 ・佐 竹論文 の上記見解 を補強す るもの であ

る とともに，明治三 陸地震 と同程 度の津波地 震が三 陸沖か ら房総 沖 にかけ

ての 日本海溝 寄 りの領域 の どこで も発生 し得 る とい う 「長期評価 の見解 」

を否定す る方 向に働 く知 見 であったが ，それ と同時に，福 島県沖 とそれ よ

り南 の茨城 県沖や房総 沖で は，海 底地形や海 溝軸付近 の堆積物 の形状等 に

大 きな違 いが ない ことを示す もので もあった。

そ して，平成19年 に公表 され た茨城 県波 源モデ ル は，最新 の研究成果

として，延 宝房総 沖地震 につ き，茨城 県沖か ら房総 沖 の領域 に津波地震 タ

イ プの波源 を，房総 沖の領域 に通 常 の逆 断層 型地震 の波源 を設 定 した もの

であ る ところ，茨城 県沖か ら房 総沖 と海底 地形等 に大 きな違 いの ない福 島

県沖 の領 域 にお いて も津波地震 が発生 し得 る として，茨城 県波源 モデル を

参考 に波源 の設 定の議 論 ・検討 を開始す るこ とにつ き，地震地 体構造上 の

科学 的根 拠 が備 わ って きた もの とい え る。
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イ 茨城 県波源 モデルの福 島 県沖へ の展開 に係 る検討状 況

（ア） 第4期 土木学会津 波評価部会 にお ける検 討

前記 ア の とお り， 平成19年 頃 にお い ては， 「長期 評価 の見解 」 が公

表 された 平成14年 時点 よ り知 見が進 展 し， 「長 期評 価 の見解 」そ の も

の につ いては， これ を否 定す る知見 が集積 され ていた ものの，福 島県沖

を含 む海 溝 沿 い の領 域 に波源 を設 定 した津 波評 価 を行 うこ とにつ いて

は， その議 論 ・検討 を開始す るこ とにつ き，地震 地体構 造上の科学 的根

拠 が伴 いつつ あった。

そ して，津波 評価 技術 は， 「新 た に得 られ て くる種 々の知 見等 を柔軟

に取 り込ん でい きな が ら，発電所 の安 全性，信頼 性 を よ り一層高 めてい

くこ とが重要 であ る」 （甲A第26号 証 の2・1－1ペ ー ジ）として，最

新 の知見 を踏 ま えた改訂 を想 定 していた ものであ るが，前記2（2） イ （ウ）

で述 べた とお り，平成19年 には，福 島県沖へ の波源設 定のた めに 「参

考 」 となる最新 の知 見 と して茨城 県波源 モデル が提案 され，実 際の波源

設 定 のた めに，更 な る議 論 ・検討 を必要 とす る状況 が生 じて いた。 しか

る ところ，前記第2の3（3） で述 べ た とお り，第4期 土木学 会津波 評価

部 会 は，電事連 か らの委託 に よ り，平成22年 以 降，延宝房総 沖地震 を

参考 に， 日本海 溝沿 い海 域 の南部 （JTT2） に波源 を設定す るな どの津

波評価技術 の改訂 を検討 していた ものの，福 島第 一発 電所事故 まで に，

その成果 を得 るに至 らなかったので ある。

また， この とき，被 告東電 は，事 業者 と して独 自に茨城県波源 モデル

を参考 に して断層モ デル を作成す る とい うので はな く，正式 に土木学会

津波評価 部会 にお け る審議 にかけて，他 の事業者 のほ か外部 の専 門家 を

入れ た議論 を行い ，津波評価技術 の改訂 とい う手順 を踏 んだ上で対策 実

施 につなげ よ うと した ものであ るが ，一 見迂遠 に も見 える よ うな手順 を

踏 んだ こ との合 理性 につ い ては，今村 教授 が刑 事事件 にお いて ， 「様 々
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な知 見 とい うのは よ り幅広 くい ろんな専 門家 の御 意見 を聞 きなが らま と

め るこ とが，第1案 と して はいい と思 います。 しか し，そ の後 ， もちろ

ん各事業者 ，そ の地域 に応 じて，更 にそれ を検討す べ きだ と思 って いま

す 。第1案 が ない まま，それ ぞれ動 いて しまい ます と，情報 が抜 けた り，

また考 え方が統一 して なかった りします ので ，妥 当な方法 だ と思 ってい

ます 。」 （丙B第77号 証 の1〔 今村 証 言〕86ペ ー ジ）と証言 す る とお

りで あ る＊11し，被 告 国 として も，保 安院 の職 員 を土木学会 津波評価 部会

の委員 として派遣 し，上記 の議論 の進捗状 況 を把握 していた もので あ る。

（イ） 被告東 電に よる試 算に ついて

なお，被告東電 は，東電設 計 に延 宝房 総沖地震 に係 る津波評 価 の試 算

を委託 し，平成20年8月22日 ，そ の試算結果 を受領 してい る ところ

（丙B第114号 証 の4・576な い し580ペ ー ジ 〔高尾証 言 資料1

31な い し135〕 ）， この試算 に よる朔望 平均満 潮位 時 の最 大 津波水

位 は，敷 地南側 の境 界 （O．P． ＋10メ ー トル）でO．P． ＋13．5

52メ ー トル となってい る。 この試算 は，東電設 計が，津波評価 技術 に

お いて採用 され ていた延宝房 総沖地震 の断層モデ ル に対 し，茨城県波源

モデルが前提 と した最新 の知見 であ る福 島県 沖か ら房総 沖まで の津 波浸

水高 の推 定値 をも再現 で きる よ うにす るため，断層長 さを北へ80キ ロ

メー トル延長 す る との改 良を加 えた上 で， この断層 モデル を基 準断層モ

デル に見 立 て，福 島県沖 か ら房 総沖 に か けて の領 域 に波源 を設 定 （位 置

及 び走 向 を変 えた15ケ ー ス を設 定）した概略 パ ラ メー タス タデ ィを実

施 した上 ，最 も高い津波水位 が算 出 された ケース につ き，更 に上縁深 さ，

＊11首 藤名 誉教授 も，今村教授 と同 旨の証言 をす る （丙B第123号 証 〔首藤証言 〕47，48ペ

ー ジ）。
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傾斜角及 びすべ り角 を変化 させ た詳細 パ ラメー タスタデ ィを行 って，最

大津波水位 を算 出 した もので ある。

そ のた め， この試 算 は， 日本海溝 沿い の福 島県沖 か ら房 総沖 にか けて

どこで も延 宝 房総 沖地震 ク ラス の津波 地 震 が発 生 し得 る と仮 定 した上

で，茨城 県波源 モデル を参 考 に した福 島県 沖の波源 設 定の検討 を開始す

る出発 点 となった もの とい える。

しか し，この平成20年 試 算 は，耐震 バ ックチ ェ ックの審議 において，

専 門家 か ら， 「長 期評価 の 見解 」 の うち，規模 は ともか く津波 地震 が 日

本海溝 沿い の どこで も起 こ り得 る との想定 は してお くべ き との見解 が示

され た場合 に備 えるためのオ プシ ョン として東 電設計 に委託 され た もの

（丙B第115号 証 の1〔 酒 井第8回 証言〕83，84ペ ー ジ）にす ぎず ，

背景 として津波 地震 の発 生可能性 に関す る科 学的根拠 の蓄積 が あったわ

けでは なかった し，前記2（2） イ （ウ）で述べ た とお り，茨城 県波源 モデル

は，福 島県 沖に津波地震 の波源 を設 定す る際の 「参考 」にで き るに とど

ま り，同モデ ル を参 考に福 島県 沖に波源 を設 定す るには，「このまま持 っ

てい くのか ，や は り南 北 に分 けて北部 を持 って い くのか （引用 者 注 ：当

準備 書面65ペ ー ジ図2の 断層モデ ルの うち，津波地震 タイ プであ る上

側 の断層モデ ルのみ を参 考 に福 島県沖 に波源 を設定す るこ とを指す 。），

又はマ グニチ ュー ドは同 じに して持 ってい くのか ， （中略）選択肢 が幾つ

か あ」 （丙B第101号 証の1〔 東京 高裁今 村証言〕24ペ ー ジ）り，更

な る堆積物調査 や資料等 の見 直 しな どの理 学的基礎 デー タの蓄積や ，モ

デル の再検討 が 必要 であ った。そ の検討 は，前記 （ア）の とお り，正 に第

4期 土木 学会 津波評価部 会 にお いて複数 の専門家 を交 えた専 門技術 的検

討 が進 め られ て いたので あ り，延 宝房 総 沖地 震 （茨城 県波源 モデル ）を「参

考」 に福 島県沖 に設 定す るのが適切 な波源 につい ては，地震地 体構 造上

の客観 的 かつ合理 的根拠 に基づ いて確 立 され るに至 っていなか った。
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この よ うに，被 告 東電 に よる平成20年 試算 は，地震 地体構造 上の客

観 的かつ合理 的根拠 に基づい た もので はな く，断層 モデル の適切性 や信

頼性 につ いての検討 を経た上 でな けれ ば，そ の試算結果 に基 づ く対策 が

求 め られ る もので はなか ったので あって，信 頼性 のあ るモデル を確 立す

るた めの第4期 土木 学会津波評価 部会 にお ける検討 につ き，被 告国が保

安 院の職員 を同部会 の委員 と して派遣 し，議 論 の進捗 状況 を把握 して い

た こ とは，前記 （ア）の とお りで ある。

（3）小括

この よ うに，延 宝房総 沖地震 について は，平成19年 頃以 降，同地震 を 「参

考 」 に して福 島県沖 にお ける波源 の設定 を議論 ・検討 し始 めるだ けの知見 の

進 展が あったた め， これ を踏 ま え，第4期 土木学会津 波評価部会 にお いて，

複 数の専 門家 を交 えて決 定論的安 全評価 手法 （津波評価 技術）の見直 しに向 け

た専門技術的検討 が進 め られ てい る過 程 にあ った もので あ り，原 子力規制機

関 として もその動 向を把 握 し，適 時 ・適切 に規制判 断 を見直す べ く， その進

捗 を注視 していた ところ，福 島第一発電所事 故 までの間 に信頼性 の ある波源

設 定 には至 らず，規制判 断 を見 直すだ けの状況 に到達 しなかったので あ る。

4貞 観津波 に係 る検討状 況等

（1）貞観津 波につ いて

貞観津波 とは ，被告 国第18準 備書面第4の8（1） （138，139ペ ー ジ）

で述べ た とお り，869年 に東 北地方 に多 くの地震被 害 を もた らした巨大地

震 （貞観地震 ）に伴 って発生 し，東北地方 沿岸 部 に津波 被害 を もた らした とさ

れ てい る津波 で あ るが， 「日本 三代 実録 」＊12に地震 の状況 の描 写 があ る もの

の，津波 の水位 等 の記 録 はない ものであった。

＊12源 能有，藤i原時平 ，菅原 道真 らが編 さん した平安 時代 の歴史書
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しノ

そ のため，貞観津波 は，機器 に よる観 測記録 は も とよ り，津 波 の到 来 を示

す歴史記録 もほ とん ど存在せず ，そ の メカニズムや 波源域 ，断層モ デル を推

定す るた めの科学 的手法 自体 が なか った。

しか る ところ，被告 国第18準 備 書 面第4の8（2） 及 び （3）（139な い し

143ペ ー ジ）で述 べた とお り，東 北電力 が平成2年 に独 自に仙 台 平野 の一

部 で津波堆 積物調 査 を実施 し，貞観津 波 の仙 台平野 にお け る痕跡 高の推定 を

試み た （甲B第19号 証 の1） の をは じめ と して，津波堆積 物 とい う地質学 的

デ ー タを用 いてその波源域 等 を推 定す る研 究が最先端 の学術研究 と して進 め

られてい た＊13。しか し，津波堆積 物 の研究 は発展途 上 の もので あ り， あ る堆

積物 が平面 的連 続性 を持 つ津波堆積 物で あ るか を判 断す るた めの地層対比 が

研 究従事者 の主観 に よって左右 され る こ とや，堆積物 の年代測 定が100年

スケール では役 に立 たない な どの年 代測 定手法 に係 る技術的 限界 等 に起 因す

る不確 か さな どか ら，津 波堆積物 か ら過 去の津波 の浸 水域 を復 元す る手法 も

確 立 した もので はな かった （丙B第124号 証825な い し827ペ ー ジ，

同第125号 証535な い し549ペ ー ジ）。

さらに，津波堆積物調 査 に よ り，過去 の津波 の浸水 域 が推 定 され た と して

も， この こ とに よ り直 ちに当該 津波 の波源 域や津波 高 さを復 元で きる もので

はな く，津波堆積物 の分布や復 元 され た地震時 の地 殻変動 を説 明す る断層 モ

デル を構 築 し，そ こか ら数値 計算 して津 波高 さを推 定す るな どの方法 があ り

得 る ものの，十分 に離れ た複数 地域 で良質 な地質学 的デー タが得 られ てい る

ことが前提 とな るな ど，推 定の精度 を確 保す る上で克服すべ き課題 が非 常に

多 く， 「津波 堆積物 の観 察 結果 か ら直接 的 に遡 上高や 浸水 高 を復 元す るこ と

＊13貞 観津 波の津波堆積物調 査の経緯 につ いては， 丙B第124号 証823な い し827ペ ー ジ参

照。

73



は，現 時点 （引用者 注 ：2012年 ）では不可能 」と され ていた ものであ る （丙

B第125号 証549な い し552ペ ー ジ）。

そ のた め，貞観 津波 は，沿岸施 設 の設 計上 の基 準 として決 定論的 に取 り込

む こ とは到 底不 可能で あ り，学術 的 な研 究途上 で検討 され る波源 域 に宮城 県

沖や福 島県沖 が含 まれ，福 島第一発電所 に影響 を及 ぼ し得 る歴 史地震 とい う

点で は，明治三 陸地震や延 宝房 総沖地震 と同 じであ って も，津波評価 技術 に

おい ては，適切 な波源 設 定がで きない こ とか ら，想 定津波 とされ ていなか っ

た もので ある。

そ して，以 下に述べ る とお り，貞観 津波 につ いて も，延 宝房総沖 地震 と同

様 に，一定 の知 見の進展 があ った ことか ら， これ を決定論 的 に取 り扱 うべ く

取組 が行 われ ていた ものの，福 島第 一発 電所事 故ま での間 に，規制判 断 を見

直す だ けの知 見の集 積 には至 らなかった＊’4。

（2）佐 竹ほか （2008） によ る貞観津 波に係 る知見の進展

貞観 津波 に関 し，津波堆積 物調査 の結果 を用いて， その波源域や発 生 メカ

＊14福 島第一発電所事故後において も，津波堆積物に基づ く波源の推定に確立した手法は存在 しな

い。これについては，独立行政法人産業技術総合研究所 （平成27年4月 以降は国立研究開発法

人産業技術総合研究所）の澤井祐紀研究員が 「注意 しなければな らないのは，津波堆積物の研究

は未だ発展途中のものであ り，過去の津波の津波堆積物の認定や当時の浸水域を復元す る作業

は決 して確立されたものではないとい うことである。 （中略）発展途上の研究分野では世に出る

成果が玉石混渚であることも当然で， これ まで公表 されたものや これから公表 される研究内容

を利用する立場にも相応の理解が必要である。地質学的な視点が巨大津波の長期発生予測およ

び被害予測に役立つことは間違いないが，津波堆積物 に関する研究の現状を正 しく理解 しなけ

れば，調査する側は間違った情報 を発信する可能性がある し，利用する側は正しい評価をでき

ない。」と述べている （丙B第125号 証535な い し536ペ ージ）。
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ニ ズム を解明す るべ く，津波 の数値 シ ミュ レー シ ョンを用 いた定量的 な考察

を初 めて行 ったの が，平成20年 に公 表 され た佐 竹 ほか （2008） （甲B第

38号 証 ）であ る （丙B第124号 証824ペ ー ジ）。

この論 文 にお いて は，10種 類 の断層モデル を設 定 して津 波の数値 シ ミュ

レー シ ョンを行 い， どのモ デル に基 づ く計算結果 がそれ までの津波堆積 物調

査 に よって把 握 され て いた津 波堆 積 物 の分布 を よ く説 明 で き るか が研 究 さ

れ ，そ の うち，以 下の2つ のモデル （甲B第38号 証81ペ ー ジ。モデ ル8

とモデ ル10〔 モデ ル10は 下図 のモデ ル5の 結果 を7／5倍 した もの〕。

いず れ も 日本海溝 よ りも陸寄 りの領 域 に設定 され たプ レー ト間地震 の断層モ

デ ルで あ る。）が最 も再現性 の高 い適 切 なモデル で ある とされ た （甲B第38

号証73ペ ー ジ）。

もっ とも，佐 竹 ほか （2008） におい ては，石巻平野 と仙 台平 野で見つ かっ

てい る津波堆 積物 を検討 対象 とした に とどま るこ とか ら， 「本研 究 では，断

層 の長 さは3例 を除いて200kmと 固定 したが，断層 の南北方 向の広が り

（長 さ）を調 べ るためには，仙 台湾 よ り北 の岩 手県 あるいは南 の福 島県や茨城

県 での調査 が必 要で あ る。」 （甲B第38号 証73ペ ー ジ）と更な る広範 な津

波堆積物調 査及び その分析検討 が必要 であ る とされ ていた。す なわ ち，津波

堆積物調 査の結果 か ら津波 の数値 シ ミュ レー シ ョンに よ り波源域 を推 定す る

手法 につ き，そ の推 定結果 が科学 的 かつ合理 的 な もの とい えるために は，十

分 に離 れた地域 で良質 な地質学 的デー タが得 られ てい るこ とが前提 となる と

ころ，上記論文 は，貞観 津波 に係 る津波堆積 物調査 が不十分 であ るこ とを前

提 に，後の研 究 に先鞭 をつ け るもの と して，暫定的 な断層モデル を提 案 した

ものであ って， これ に よ り信頼性 の あ る断層 モデル が確 定 され た もので はな
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か っ た ＊’5。

Model8：d31LIOOu10 Model5：d15WlOO

（3）佐 竹 ほか （2008） を受 けた被 告東電 の貞観 津波 に対す る対応等

ア 貞観 津波の試算

被告 東電 は ，前記 第2の3（2） イ で述 べ た佐 竹教 授 との面 談 を した平成

20年10月 ， 同教授 か ら学術 誌 に よ り受理 され たば か りの最 新論 文 で

あった佐 竹 ほか （2008） の断層モデル （モデル8及 び10） を提供 され た

（丙B第114号 証 の4・591ペ ー ジ 〔高尾 証 言 資料143〕 ， 甲A第

328号 証21ペ ー ジ，丙B第14号 証 の2・8ペ ー ジ）。 そ して，上記

＊15こ の点，南 北で新た に津波堆積 物が見っ かった場合 ，佐竹 ほか （2008） で推定 された断層 モ

デルが 南北方 向に長 くな り，福 島第一発 電所 へ の影響が大 き くな る一方 となるはず であ る と し

て，佐竹 ほ か （2008） の 断層 モデル を最 小 のモデル として決 定論 的に取 り入 れ るべ きで あっ

た との反 論 も考 え られ る。 しか し，特 定沿岸 地 点の浸水高 は， 断層モデ ルの南 北の長 さだ けで

は決 ま らず ，断層 の位 置や幅 その他 のパ ラ メー タに よ り異 な るか ら，佐 竹 ほか （2008） のモ

デル で福 島第一発電所 への影響 の最 小値 を決 め るこ とはで きない （丙B第83号 証96，97ペ

ー ジ）。
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断層モデ ル につ き，東電設計 に貞観津波 の津波水位 の試 算 を委託 した とこ

ろ，平成20年11月12日 付 けで報告 され た試 算津波 水位 は，福 島第一

発電所1号 機 ない し4号 機 の取水 口前面位 置 でO．P． ＋7．8メ ー トル ，

同5号 機 及び6号 機 の取水 口前面位置 でO．P． ＋9．1な い し9．2メ

ー トル で あった （丙B第114号 証 の4・595な い し597ペ ー ジ 〔高

尾証言 資料146〕 ， 甲A第328号 証21ペ ー ジ）。

イ 合 同WGの 指摘等 を受 けた対応

（ア）被 告東電 は，平成21年6月24日 及び 同年7月13日 に開催 され た

合 同WG（ 福 島第 一発 電所5号 機 に係 る耐震 バ ックチ ェ ック中間報告 の

審査）にお いて ，岡村行 信委 員 （以下 「岡村 委員 」 とい う。）か ら貞観 地

震及び 貞観 津波 につ いて の質 問 を受 け，質 疑が行 われ た。 その質疑 の結

果，津波 の評価 につ いて は，耐震バ ックチ ェ ックの最終報告 で報告 され

る と取 りま とめ られ た ものの， 中間報告 の評価 におい て貞観 地震及 び貞

観 津波 に言及 され るこ ととな り（甲A第60号 証 の1，2） ，保 安院 は，

平成21年7月21日 付 けの 中間報告 の評 価書 にお いて，「なお ，現在 ，

研究機 関等 に よ り869年 貞観 の地震 に係 る津 波堆積物や 津波 の波源等

に関す る調査研 究が行 われ てい る ことを踏 まえ， 当院 は，今 後，事 業者

が津 波評価及び 地震 動評価 の観 点 か ら，適宜 ， 当該調査研 究の成果 に応

じた適切 な対応 を取 るべ き と考 え る」 （丙A第37号 証24ペ ー ジ）と言

及 し，被告東電 に 自主 的対応 を促 した。

（イ）被 告東電 は，貞観 津波 につ いて， 「貞観津 波 につ いて は未 だ研究 段階

であ り，知 見が確 定 してい ない ことか ら，今 回の耐震BCで 扱 わず ，津

波堆 積物調査 ，電力共通研 究 で検討 ・標 準化 した後バ ックチ ェ ック」 を

行 う方針 を採 り，貞観 津 波 につ いて も，前記 第2の3（3） で述 べ た とお

り，土木学会 津波評価部 会 に波源 の研 究 を委 託す る こ ととした。そ して，

平成21年6月 か ら7．月にか けて，その 旨を佐 竹教授 ，今村教授 ，岡村
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委 員及 び高橋教 授 に説 明 して 了承 を得 た上 （丙B第114号 証 の4・6

20ペ ー ジ 〔高尾 証言 資料165〕 ），前記第2の3（4） で述べ た とお り，

その 旨を保 安 院 に説 明 し，報 告 した （丙B第114号 証 の4・621な

い し623ペ ー ジ 〔高尾 証言資料166な い し168〕 ）。

（ウ） また，被告東 電 は，佐 竹 ほか （2008） におい て断層モデル の確 定 の

た めに必要 と され ，前記 （イ）で実施す る と した津 波堆積 物調 査 を実施す

るこ ととし，平成21年7月10日 ，3000万 円の予算 で同調 査 を行

うことを決 定 して （丙B第114号 証 の4・615，616ペ ー ジ 〔高

尾証言 資料161〕 ）， 同調 査 を実施 した。 同調 査 は，福 島県 沿岸 の5

地点 （北 か ら，相馬市 ，南相馬 市，富 岡町，広野 町，い わき市）にお いて

合計約50本 の ボー リングを行 い，津波堆積 物 の有無 や分布 を調べ た も

ので あ り，北の2地 点 （相馬 市，南相馬 市）で は貞観 津波 に係 る堆積物 が

確認 され た もの の，南の3地 点 （富 岡町，広野 町，い わき市）で は堆積物

が確認 され なか った。 この調 査結果 は，佐 竹 ほか （2008） で提案 され

た 断層モ デル と整 合 しない点 が ある もので あった （丙B第114号 証 の

4・617ペ ー ジ 〔高尾証 言 資料162〕 ， 甲A第328号 証22ペ ー

ジ）。 なお ，同調査 に係 る結果 は，平成22年6月30日 に被 告東電 か

ら佐竹教授 に報告 された ほか， 同結果 を記 した論 文 は，平成23年1月

に学 会に投稿 され ， 同年5月 の 日本 地球惑星科 学連 合2011大 会 で発

表 されてい る （丙B第14号 証 の2・10ペ ー ジ）。

（4）第4期 土木学会津 波評価部会 に おける検 討

前 記第2の3（3） で述 べ た とお り，第4期 土木 学会津 波評価 部会 は， 平成

21年 度 か ら，最新 の知 見 を踏 ま えた津波 評価 技術 の改訂等 を 目的 と して検

討 を開始 して いた もので ある ところ，具 体的 な検討 内容 と しては，津波堆積

物 を考慮 した波源 モデル に関す る検討や ，不確 か さの考慮 と して行 うパ ラメ

ー タス タデ ィの妥 当性 を確率論 的津波ハ ザー ド結果 との比較 に よ り検証す る
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こ と等 と され て いた （丙B第117号 証136，137ペ ー ジ 〔松 山証言 弁

資料3－1及 び3－2〕 ）。 そ のた め，津波堆 積物 調査 に進展 が見 られ てい

た貞観 津波 につい て も，波源モデル の構築 の検 討対象 となっていた。

しか し，貞観 津波 につ いて は，同 じく断層 モデル を検 討 していた独立行 政

法 人産業技術総 合研究所 が，平成22年 に新 た な断層モデル を提案 す るな ど

し（行 谷祐 一 ・佐竹 健治 ・山木滋 「宮城 県石 巻 ・仙 台 平野お よび福 島県 請戸

川 河 口低地 にお け る869年 貞観 津波 の数値 シ ミュ レー シ ョン」 〔2010

年 刊 行 〕・甲A第185号 証32な い し34ペ ー ジ参 照）， 断層 モデ ル の確

立 には更 に2な い し3年 程度 を要す る （平成22年 時点）としていた こと，前

記 （3）イ （ウ）で述べ た とお り，被告東 電 に よる津波堆 積物調査結 果 の発表 が平

成23年5月 に予 定 され てお り， 同年10月 に調査 結果 を再 現で き るモデル

が提 案 され る予 定で あ ったな どの状況 の 下， 土木 学会 津波評 価部 会 は， 「断

層モデル としての成 熟度 が低 い （諸元 の不確 実性 が高 い）ため，次回 の改訂で

取 り込む の は時期 尚早。継続 して知 見 を収集 す る。」 として，波源 の確 立 に

至 っ てい なか った＊’6（丙B第114号 証 の4・662，663ペ ー ジ 〔高尾

証言 資料182〕 ， 甲A第43号 証）。

＊16佐 竹 教授 は，別件訴訟 （前橋 地裁 平成25年 （ワ）第478号 ほか）において ，裁 判所 か ら 「貞観

津波 を，津波評価技 術 にい う 『評 価対象 としての 『既往 津波』』 として扱 うた めに，今後必要 と

な る具体 的調 査 ・研 究の 内容及び その期 間」 （丙B第14号 証 の1・12ペ ー ジ）を問 われ たの

に対 し， 「貞観津波 の よ うに主に津波堆積物 デー タ しか得 られ ない ものにつ いて は，信 頼性 の高

い津 波堆積 物デー タの収集 ，それ に基づ く痕跡 高 ・浸水域 の推定 が必要 であ ろ う。 必 要な期 間

の推 定は困難 であ るが， （中略）おそ らく5年 後 （本件 地震 か ら10年 後）頃にな る と思われ る。」

と回答 し，津波堆積 物 に基 づ く波源モ デル の構築 の難 しさを述べ てい る （同号証 の2・11ペ ー

ジ）。
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